
豊
臣
政
権
の
訴
訟
対
応
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畿
内
・
近
国
の
村
落
出
訴
を
中
心
に

谷

徹

也

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
豊
臣
政
権
の
訴
訟
処
理
体
制
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
意
図
は
、
訴
訟
対
応
の
様
相
の
解
明
が
、
研
究
史
上
で
等
閑
視
さ
れ
て

き
た
政
権
の
内
部
構
造
に
迫
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
こ
の
時
期
の
「
公
儀
」
の
正
当
性
を
支
え
た
基
盤
を
提
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

当
時
、
政
権
の
直
接
支
配
下
に
あ
っ
た
畿
内
・
近
国
社
会
で
は
、
給
人
や
代
官
の
百
姓
に
対
す
る
非
分
や
、
村
落
問
の
用
益
相
論
が
権
力
の
相
対
す
べ
き

主
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
近
隣
の
村
や
代
官
ら
に
よ
る
仲
裁
で
は
事
態
が
収
ま
ら
な
い
場
合
、
そ
の
解
決
は
申
央
の
政
権
に
求
め
ら
れ
た
。
政
権
側
は
増

田
長
男
を
中
心
と
す
る
奉
行
が
対
応
す
る
体
制
を
徐
々
に
形
成
し
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
前
後
か
ら
は
二
名
、
文
禄
三
年
（
～
五
九
四
）
前
後
か

ら
は
三
歎
の
奉
行
に
よ
っ
て
訴
訟
を
処
理
し
た
。
社
会
の
望
ん
だ
保
証
力
と
唯
～
性
を
有
し
た
裁
定
を
奉
行
が
行
う
こ
と
で
、
政
権
の
統
治
方
式
は
社
会

に
浸
透
し
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
八
巻
一
一
号
　
二
〇
【
五
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

こ
こ
三
十
年
来
、
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
中
近
世
移
行
期
研
究
を
牽
引
し
た
の
が
村
落
論
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
自
明
と
い
え
よ
う
。

自
律
的
な
村
や
町
を
基
盤
と
す
る
社
会
体
制
の
形
成
を
説
く
勝
俣
鎮
夫
氏
の
「
村
町
制
」
や
、
村
を
百
姓
の
生
命
維
持
装
置
と
し
て
捉
え
る
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

木
久
志
氏
の
「
自
力
の
村
」
と
い
っ
た
提
起
は
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
近
年
で
は
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
た
戦
国
大
名
像
も
明
ら
か
に
さ
れ

つ
つ
あ
る
。



農臣政権の訴訟対応（谷）

　
例
え
ば
、
戦
国
大
名
の
「
公
儀
」
確
立
に
は
「
雑
人
訴
訟
」
（
と
り
わ
け
村
落
や
百
姓
へ
の
訴
訟
対
応
）
が
重
要
で
あ
っ
た
と
見
る
久
保
健
一
郎

氏
は
、
後
北
条
氏
の
裁
判
制
度
は
領
国
の
危
機
に
よ
っ
て
そ
の
整
備
が
行
わ
れ
、
天
正
後
期
に
統
…
政
権
に
対
す
る
臨
戦
体
制
が
構
築
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
そ
の
展
開
が
阻
害
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
戦
争
こ
そ
が
戦
国
大
名
「
公
儀
」
の
強
化
と
動
揺
を
導
く
本
質
で
あ
っ
た
と
説
い
た
。
ま
た
、
稲
葉

継
陽
氏
は
藤
木
氏
や
久
保
氏
の
理
解
に
立
脚
し
、
戦
国
大
名
が
公
権
力
と
し
て
村
落
フ
ェ
ー
デ
（
自
力
救
済
行
為
）
を
規
制
し
、
民
衆
生
活
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

危
機
に
対
す
る
徳
政
と
し
て
、
地
域
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
法
廷
の
開
放
（
百
姓
提
訴
の
誘
導
）
を
行
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
本
稿
で
は
、
紛
争
解
決
が
当
該
期
の
権
力
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
が
戦
争
の
遂
行
過
程

と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
点
と
、
在
地
の
要
請
や
慣
習
が
権
力
の
対
応
を
規
定
す
る
側
面
が
あ
っ
た
点
を
戦
国
大
名
の
訴
訟
研
究
の
成
果

と
し
て
重
視
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
藤
木
氏
は
ま
た
、
豊
臣
政
権
が
「
喧
嘩
停
止
令
」
を
発
令
し
た
と
考
え
、
そ
れ
を
中
世
的
な
自
力
の
惨
禍
か
ら
の
解
放
と
位
置
付
け
て
い
る
。

し
か
し
、
戦
国
期
の
研
究
状
況
と
比
較
す
る
と
、
当
の
豊
臣
政
権
の
訴
訟
制
度
に
関
す
る
議
論
は
現
状
、
活
発
と
は
い
い
難
い
。
こ
の
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
い
て
は
、
か
つ
て
農
政
史
や
水
利
史
の
方
面
か
ら
の
言
及
が
な
さ
れ
た
。
は
や
く
中
村
吉
治
氏
は
、
近
世
封
建
制
の
成
立
過
程
を
解
明
す
る

に
あ
た
っ
て
当
該
期
の
農
村
支
配
を
総
合
的
に
検
討
し
、
給
人
や
代
宮
の
不
正
を
防
止
す
る
た
め
に
百
姓
の
直
訴
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
近
世

に
入
っ
て
訴
訟
手
続
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
て
禁
止
さ
れ
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
喜
多
村
俊
夫
氏
は
、
織
豊
政
権
期
に
近
世
的
水
利
秩
序
が

成
立
し
、
同
時
に
訴
訟
手
続
が
制
度
と
し
て
普
及
し
た
こ
と
で
、
中
世
の
暴
力
か
ら
近
世
水
論
へ
と
転
換
し
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
百
姓
や
村
落
側
の
視
点
か
ら
豊
臣
期
の
村
落
間
相
論
を
捉
え
直
し
、
研
究
史
を
新
た
な
段
階
へ
導
い
た
の
は
酒
井
紀
美
氏
で
あ
っ

た
。
氏
の
分
析
は
藤
木
氏
に
よ
っ
て
発
展
継
承
さ
れ
、
豊
臣
政
権
に
よ
る
百
姓
の
武
力
行
使
規
制
の
歴
史
的
意
義
が
問
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

「
自
力
の
村
」
論
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
政
権
が
相
論
裁
定
の
際
に
山
野
に
つ
い
て
は
先
例
を
重
視
し
た
こ
と
や
、
越
訴
保
障
に
よ
っ
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

力
行
使
を
提
訴
に
転
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
織
豊
期
全
般
の
概
観
や
村
落
に
と
っ
て
の
訴
訟
の
具
体
像
は
示
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
政
権
内
部
に
お
い
て
訴
訟
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が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
に
関
す
る
考
察
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
豊
臣
政
権
の
研
究
自
体
が
、
法
令
や
政
策
、
政
治
過
程

に
つ
い
て
は
膨
大
な
蓄
積
を
有
す
る
も
の
の
、
内
部
構
造
の
検
証
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
進
展
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
に
＝
疋
の
成
果
を
得
て
い
る
政
権
構
成
員
個
々
人
の
活
動
実
態
に
加
え
て
、
政
務
を
処
理
す
る
体
制
の
変
遷
を
明
確
に
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
右
の
問
題
の
追
究
は
、
豊
臣
期
の
「
公
儀
」
の
評
価
に
も
重
大
な
示
唆
を
与
え
う
る
。
現
在
我
々
が
参
照
し
う
る
豊
臣
「
公
儀
」
論

は
二
つ
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
文
禄
四
年
（
～
五
九
五
）
の
血
判
起
請
文
や
「
御
掟
」
「
御
意
追
加
」
に
お
い
て
、
秀
吉
と
秀
頼
を
頂
点
に
、
有

力
大
名
（
の
ち
の
「
五
大
老
」
）
と
奉
行
（
の
ち
の
「
五
奉
行
」
）
ら
を
構
成
員
と
し
、
諸
大
名
を
客
体
と
す
る
近
世
「
公
儀
」
の
原
型
が
創
出
さ
れ

た
と
す
る
藤
井
譲
治
氏
の
議
論
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
の
「
武
家
家
格
」
（
「
清
華
成
」
大
名
）
構
築
に
よ
っ
て
戦

国
大
名
「
公
儀
」
の
集
合
体
で
あ
る
豊
臣
「
公
儀
」
が
確
立
し
た
と
み
る
矢
部
健
一
郎
氏
の
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
両
「
公
儀
」
論
は
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

調
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
相
互
批
判
を
重
ね
て
き
た
が
、
そ
の
要
因
は
、
藤
井
氏
が
個
人
を
超
え
た
法
的
主
体
、
矢
部
氏
が
大
名
の

身
分
序
列
と
、
別
個
の
事
例
検
討
を
立
論
の
土
台
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
前
述
の
久
保
氏
の
方
法
論
に
学
び
、
天
下
人
を
頂
点

と
し
た
「
公
儀
」
そ
の
も
の
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
正
当
性
を
支
え
た
基
盤
を
探
る
こ
と
で
こ
れ
ら
の
議
論
の
接
続
を
は
か
る
と
い
う
課

題
も
、
本
稿
に
は
伏
流
す
る
。

　
よ
っ
て
、
以
下
で
は
、
紛
争
裁
定
者
た
る
豊
臣
政
権
の
、
村
落
か
ら
の
出
訴
へ
の
対
処
法
を
主
な
検
討
対
象
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
在
地

社
会
の
抱
え
た
問
題
が
噴
出
し
た
際
に
、
そ
の
解
決
を
要
請
し
た
も
の
と
し
て
訴
訟
を
捉
え
た
う
え
で
、
政
権
内
に
お
け
る
訴
訟
処
理
体
制
の

形
成
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
豊
臣
領
国
と
し
て
の
畿
内
・
近
国
社
会
と
政
権
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
「
公
儀
」
の
正
当
性
が
ど
の
よ
う
に

構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
中
で
い
わ
ゆ
る
「
喧
嘩
停
止
令
」
に
つ
い
て
も
言
及
を
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

①
勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
」
（
同
著
『
戦
国
時
代
論
』
岩
波
轡
店
、
一
九

　
九
六
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）
。
藤
木
久
志
『
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
』
東
京
大

　
学
出
版
会
、
～
九
九
七
年
、
初
出
～
九
八
七
～
九
六
年
。

②
久
保
健
一
郎
魍
戦
国
大
名
と
公
儀
㎞
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
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③
稲
葉
蛙
軍
「
中
・
近
世
移
行
期
の
村
落
フ
ェ
ー
デ
と
平
和
」
（
同
著
『
日
本
近

　
世
社
会
形
成
史
論
－
戦
国
時
代
論
の
射
程
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
初
出

　
二
〇
〇
〇
年
）
。
た
だ
し
、
別
個
の
大
名
領
国
に
お
い
て
固
有
の
背
景
を
有
し
て

　
形
成
さ
れ
た
法
令
や
制
度
を
、
戦
国
大
名
権
力
一
般
の
問
題
に
護
照
で
き
る
か
否

　
か
に
つ
い
て
は
留
保
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

④
藤
木
久
志
「
豊
臣
喧
嘩
停
止
令
の
発
見
」
（
同
著
欄
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
㎞

　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
八
三
・
八
四
年
）
。

⑤
中
村
吉
治
『
近
世
初
期
農
政
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
。
喜
多
村
俊

　
夫
門
日
本
灌
概
水
利
慣
行
の
史
的
研
究
　
総
論
篇
㎞
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
。

⑥
酒
井
紀
美
「
水
論
と
村
落
」
（
同
著
朔
日
本
中
世
の
在
地
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

　
｝
九
九
九
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）
。
藤
木
前
掲
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
㎞
。

　
同
前
掲
『
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
』
。

⑦
藤
井
譲
治
「
「
公
儀
」
国
家
の
形
成
」
（
岡
著
『
幕
藩
領
主
の
権
力
構
造
』
岩
波

　
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
九
四
・
九
五
年
）
。
矢
部
健
太
郎
「
豊
臣
「
公

　
儀
」
の
確
立
と
諸
大
名
」
（
同
著
『
豊
臣
政
権
の
支
配
秩
序
と
朝
廷
㎞
吉
川
弘
文

　
館
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年
）
。
お
よ
び
、
藤
井
氏
や
福
田
千
鶴
氏
に

　
よ
る
矢
部
著
書
へ
の
書
評
（
『
歴
史
学
研
究
㎞
九
〇
八
、
二
〇
一
三
年
。
『
国
史

　
学
』
二
一
三
、
二
〇
一
四
年
）
。

第
一
章
　
政
権
前
期
の
訴
訟
対
応

第
一
節
　
京
郊
地
域
の
訴
訟

豊臣政権の訴訟対応（谷）

　
本
節
で
は
ま
ず
、
京
郊
地
域
の
訴
訟
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
京
町
村
落
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
公
家
・
寺
社
の
当
知
行
地
の
残
存
に

よ
り
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
の
山
城
検
地
以
前
に
は
、
中
世
来
の
本
所
（
公
家
・
寺
社
）
を
通
じ
た
訴
訟
が
支
配
的
で
あ
り
、
他
地
域
や

後
の
段
階
と
は
異
な
る
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
賎
ヶ
岳
の
戦
い
も
一
段
落
し
た
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
七
月
、
羽
柴
秀
吉
は
伏
見
三
郷
（
船
津
村
・
久
米
村
・
石
井
村
）
と
山
村
の
間
に
起

こ
っ
た
馬
借
の
出
入
（
争
い
）
に
関
す
る
判
物
を
下
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
山
村
の
主
張
が
「
新
儀
非
分
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
処
罰
す
べ
き
と
こ
ろ
、
先
規
に
任
せ
て
三
郷
と
山
村
が
相
談
の
う
え
で
馬
借
を
運
営
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
日
付

で
有
毛
の
判
物
も
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
の
審
理
自
体
は
玄
以
が
行
い
、
秀
吉
が
事
情
を
確
認
し
た
う
え
で
裁
定
を
下
し
た
も
の

　
　
　
　
　
①

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
訴
訟
は
馬
借
ら
が
直
接
政
権
へ
提
訴
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
前
月
、
玄
以
は
伏
見
の
馬
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借
の
「
申
分
」
に
つ
い
て
、
伏
見
宮
邦
房
親
王
に
「
彼
近
所
木
幡
之
者
共
召
寄
、
遂
糺
明
申
付
候
、
向
後
之
儀
者
、
彼
百
姓
中
な
と
の
申
分
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

為
守
護
不
入
、
諸
公
事
直
可
翌
翌
付
候
」
と
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
訴
訟
は
馬
借
ら
が
領
主
で
あ
る
伏
見
宮
の
課
税
を
逃
れ
よ
う
と

し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
お
り
、
筥
家
か
ら
政
権
に
裁
定
が
依
頼
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
審
理
の
過
程
で
権
益
を
め
ぐ
る
村
落
問

の
対
立
が
浮
か
び
上
が
り
、
玄
以
が
近
隣
の
木
幡
村
の
百
姓
を
召
喚
し
て
先
例
を
尋
ね
た
こ
と
で
、
山
村
の
新
儀
が
発
覚
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
同
じ
く
天
正
十
一
年
の
九
月
、
山
城
と
丹
波
・
近
江
と
の
境
に
位
遣
す
る
久
多
大
見
郷
の
百
姓
中
に
対
し
て
遣
わ
し
た
土
止
の
書
状
の
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

次
の
よ
う
な
文
雷
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
演
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
綱
）

　
当
郷
之
儀
三
聖
、
今
度
三
宝
院
殿
、
秀
吉
様
へ
御
直
訴
候
、
就
其
、
我
等
を
以
、
朽
木
十
兵
衛
殿
へ
被
仰
出
塁
、
今
穿
難
半
候
、
臆
而
　
秀
吉
様
御
意
次
第

　
可
相
究
候
問
、
先
々
百
姓
中
、
如
前
々
可
有
還
住
候
、

　
す
な
わ
ち
、
朽
木
元
旦
に
よ
る
久
多
大
見
質
へ
の
違
乱
が
お
こ
り
、
三
宝
院
出
演
は
秀
吉
へ
直
訴
し
た
。
訴
訟
は
玄
以
が
受
け
持
ち
、
詮
索

を
行
っ
た
が
、
「
秀
吉
様
御
意
次
第
」
と
あ
る
た
め
、
こ
の
件
の
最
終
的
な
裁
定
権
も
秀
吉
が
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
朽
木
は
久
多

量
の
代
官
で
あ
っ
た
が
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
も
非
分
を
行
っ
た
た
め
に
百
姓
の
逃
散
が
発
生
し
、
代
官
職
は
三
宝
院
に
還
付
さ
れ
て

　
④

い
る
。
こ
の
段
階
で
は
朽
木
は
秀
吉
に
属
し
て
お
り
、
代
官
職
を
有
し
な
い
な
が
ら
も
実
効
支
配
を
試
み
た
た
め
、
再
度
問
題
化
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
本
所
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
京
郊
村
落
に
お
い
て
は
、
領
主
が
出
訴
の
主
体
と
な
っ
て
、
秀
吉
へ
の
直
訴
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
従
っ
て
、
こ
の
時
期
に
は
百
姓
が
政
権
へ
の
直
接
の
出
訴
主
体
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
玄
以
の
裁

許
引
付
で
あ
る
「
玄
以
法
印
下
知
状
」
に
お
い
て
、
村
や
百
姓
宛
の
判
物
が
四
通
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
禁
裏
や
親
王
、
神
社
か
ら

の
申
請
が
想
定
し
う
る
こ
と
か
ら
も
、
右
の
推
測
は
裏
付
け
ら
れ
る
。
本
所
は
諸
役
免
除
や
未
進
催
促
の
代
行
を
玄
以
に
依
頼
す
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
領
主
に
よ
る
権
益
確
保
の
一
環
と
し
て
、
百
姓
ら
の
訴
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

先
の
二
例
や
「
下
知
状
」
中
の
安
堵
要
求
に
関
し
て
、
秀
吉
の
御
意
や
村
井
貞
勝
の
先
例
が
最
終
的
な
裁
定
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
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⑤

こ
れ
ら
の
案
件
に
関
し
て
は
、
玄
以
に
独
自
の
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
な
お
、
保
護
や
安
堵
の
要
求
に
対
す
る
秀
吉
の
判
物
は
京
郊
地
域
に
限
ら
ず
、
秀
吉
の
通
過
地
や
戦
時
の
駐
屯
地
、
お
よ
び
占
領
地
に
お
い

て
よ
く
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
種
の
出
訴
は
現
地
で
即
時
対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
以
外
の
畿
内
・
近
国
に
お

け
る
訴
訟
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
嘉
節
で
検
討
し
て
い
こ
う
。

第
二
節
　
畿
内
・
近
国
の
訴
訟

（
1
）
丹
波
の
事
例

翌臣政権の訴訟対応（谷）

　
ま
ず
は
、
丹
波
の
事
例
を
見
て
み
た
い
。
丹
波
亀
山
城
か
ら
南
西
に
数
キ
ロ
離
れ
た
あ
た
り
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

村
が
存
在
す
る
。
そ
の
両
村
の
起
こ
し
た
井
水
相
論
に
関
す
る
史
料
が
当
地
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
春
日
部
）
　
　
　
　
　
　
　
（
誓
紙
）

　
　
　
　
寺
村
・
か
す
か
へ
井
水
出
入
之
儀
セ
い
し
の
上
を
以
定
候
事

　　　：　　一一：芸

（
湯
起
請
）
　
　
　
　
（
起
討
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
敗
）

ゆ
き
し
や
う
に
て
も
、
火
き
し
ゃ
う
に
て
も
、
あ
や
ま
り
申
候
か
た
、
セ
い
は
い
申
付
へ
き
事
、

寺
村
越
度
二
付
て
ハ
、
セ
い
は
い
申
付
候
上
に
て
、
水
一
切
二
遣
間
敷
勝
事
、

か
す
か
へ
越
度
二
付
而
ハ
、
セ
い
は
い
の
上
に
て
、
寺
村
百
姓
申
候
こ
と
く
、
水
半
分
可
遣
候
事
、

　
　
　
　
　
　
（
制
断
）

　
右
来
五
日
ニ
セ
い
た
ん
可
申
付
候
、
其
覚
悟
可
仕
候
者
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
田
長
盛
）

　
　
七
月
二
日
　
　
　
増
仁
右
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
光
政
）

　
　
　
　
　
　
　
　
石
杢
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
牛
斎
歓
仲
、
の
ち
帥
法
印
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
牛
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
光
露
）

　
　
　
　
　
　
　
　
石
加
介
（
花
押
）

曽
我
谷
川
流
域
に
北
か
ら
寺
村
と
春
日
部
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（
伊
藤
秀
盛
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
太
郎
左
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
寺
村
百
姓
中

　
　
　
　
　
　
　
（
か
す
か
）

　
　
　
　
　
　
　
［
　
　
］
へ
百
姓
中

　
丹
波
亀
山
が
秀
吉
の
実
質
支
配
下
に
収
ま
る
の
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
の
本
能
寺
の
変
の
後
で
あ
る
。
そ
し
て
、
連
署
者
の
署

判
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
に
発
給
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
当
時
、
秀
吉
は
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い

の
最
中
で
あ
り
、
一
時
大
坂
に
戻
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
同
月
九
日
に
は
再
度
美
濃
へ
出
陣
し
て
い
る
。
連
署
す
る
家
臣
は
そ
の
留
守
を
預
か

り
、
京
都
周
辺
（
妙
顕
寺
城
ヵ
）
に
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
亀
山
城
主
の
繋
駕
秀
勝
も
出
陣
中
で
、
当
時
は
病
気
に
よ
り
大
垣
城
で

静
養
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
内
容
に
移
る
と
、
事
書
か
ら
は
両
断
の
百
姓
よ
り
誓
紙
を
提
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
両
拳
の
年
寄
ら
が
豊
臣
氏
に
裁

定
を
依
頼
し
、
そ
の
対
応
と
し
て
本
文
書
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
条
目
に
あ
る
よ
う
に
、
家
臣
ら
は
湯
起
請
か
鉄
火
起
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
よ
っ
て
、
理
非
を
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
鉄
火
起
請
を
初
期
の
近
世
権
力
の
弱
さ
の
現
れ
と
す
る
評
価
を
参
照
す
る
と
、
当
時
の
彼
ら
に

は
召
喚
や
検
分
に
よ
っ
て
自
ら
理
非
判
断
を
行
う
余
裕
は
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
文
中
に
「
セ
い
た
ん
可
申
付
候
」
と
あ

り
、
敬
意
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
事
例
か
ら
は
秀
吉
の
存
在
は
読
み
取
れ
な
い
。
出
訴
主
体
は
百
姓
で
あ
る
た
め
、
訴
訟
が
寺
社

や
公
家
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
場
合
、
秀
吉
の
指
示
を
仰
ぐ
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

家
臣
ら
も
、
即
座
の
解
決
の
た
め
に
神
慮
に
従
い
、
そ
の
効
力
を
補
照
す
る
に
留
ま
っ
た
点
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）
　
播
磨
の
事
例

　
つ
い
で
、
播
磨
の
事
例
に
移
る
。
印
南
郡
に
は
、
加
古
川
右
岸
の
平
荘
湖
沿
い
に
、
平
村
と
益
田
村
が
隣
接
し
て
い
た
。
天
正
十
四
年
（
一

五
八
六
）
、
こ
の
両
村
の
問
に
草
場
相
論
が
発
生
し
た
。
こ
の
相
論
を
裁
定
し
た
の
は
片
桐
直
盛
（
且
元
）
と
秋
田
頼
弁
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
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両
三
の
給
人
（
知
行
を
与
え
ら
れ
た
者
）
も
し
く
は
代
官
（
蔵
入
地
を
預
け
ら
れ
た
者
）
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
裁
許
状
は
両
村
に
一
通
ず
つ

　
　
　
　
　
　
⑨

交
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
平
村
に
下
さ
れ
た
裁
許
状
の
写
に
は
、
「
平
曇
霞
益
田
夏
毛
誤
読
出
入
誉
者
、
何
れ
候
へ
共
、
生
駒
道
裕
入

　
　
　
　
　
（
祐
時
）

落
鮒
・
伊
藤
掃
部
品
時
の
こ
と
く
申
究
候
問
、
益
田
尊
者
こ
か
ら
せ
可
申
候
、
但
其
時
之
傍
示
を
墨
譜
私
林
・
他
人
田
畠
の
あ
た
り
苅
落
雪
者
、

搦
取
大
坂
へ
可
罷
上
馬
、
其
上
こ
て
遂
糺
明
、
不
届
か
た
を
成
敗
有
之
様
、
申
合
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
か
つ
て
の
給
人
・

代
官
と
見
ら
れ
る
生
駒
と
伊
藤
の
時
に
も
出
入
が
あ
っ
た
た
め
に
裁
定
が
下
さ
れ
、
益
田
村
が
草
場
の
用
益
権
を
保
障
さ
れ
、
両
村
の
境
に
膀

示
が
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
今
回
の
裁
許
で
は
、
先
例
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
も
し
益
田
村
が
境
界
を
越
え
て
草
刈
を
し

た
場
合
は
、
平
村
が
違
反
者
を
捕
え
て
大
坂
へ
召
連
れ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
近
隣
に
城
を
預
か
っ
て
い
な
い
領
主
や
代
官
ら
は
、
基

本
的
に
在
京
・
在
坂
し
て
い
た
た
め
、
審
理
や
裁
定
は
京
都
や
大
坂
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
　
摂
津
の
事
例

豊臣政権の訴訟対応（谷）

　
摂
津
に
つ
い
て
は
、
川
辺
郡
大
嶋
村
と
周
辺
村
落
と
の
水
論
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
清
洲
会
議
で
摂
津
国
は
池
田
恒
興
に
分
け
与
え
ら
れ

た
が
、
天
正
十
一
年
五
月
に
池
田
氏
が
美
濃
に
移
っ
て
秀
吉
領
と
な
り
、
川
辺
郡
に
つ
い
て
は
三
好
秀
次
が
領
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

秀
次
が
天
正
十
三
年
閏
八
月
に
近
江
八
幡
に
移
さ
れ
る
と
、
尼
崎
に
は
城
代
と
し
て
建
部
寿
徳
が
入
っ
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
当
地
域
に

は
複
数
の
代
官
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
大
嶋
村
の
北
方
に
位
置
す
る
野
間
井
組
（
野
間
・
富
松
・
時
友
村
な
ど
）
や
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
か
ら
武
庫
川
を
隔
て
た
対
岸
の
百
重
樋
井
組
（
高
木
・
門
戸
・
大
市
村
な
ど
）
周
辺
地
域
は
増
田
長
盛
が
代
官
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

増
田
は
関
ヶ
原
の
戦
い
で
失
領
す
る
が
、
そ
の
時
点
で
彼
が
摂
津
に
有
し
て
い
た
代
官
所
の
石
高
は
、
二
万
千
二
百
石
余
り
で
あ
り
、
兵
庫
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
兄
の
正
重
を
代
官
に
置
く
な
ど
、
摂
津
西
部
地
域
に
広
範
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。

　
大
嶋
村
が
属
す
る
武
庫
川
流
域
で
は
、
永
禄
～
慶
長
期
（
～
五
六
〇
～
一
六
一
〇
年
頃
）
に
か
け
て
取
樋
口
が
相
次
い
で
設
け
ら
れ
、
そ
れ
に

伴
っ
て
、
周
辺
の
村
を
巻
き
込
ん
で
激
し
い
争
い
が
し
ば
し
ば
発
生
し
た
。
豊
臣
期
に
お
い
て
最
も
有
名
な
水
論
を
起
こ
し
た
鳴
尾
・
瓦
林
両
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⑬

村
も
大
嶋
村
の
対
岸
西
方
に
位
置
し
て
い
る
。
大
嶋
井
組
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
八
木
哲
浩
氏
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
本
稿
の
問
題
関
心

に
そ
っ
て
、
水
論
へ
の
対
処
法
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
ま
ず
、
天
正
十
四
年
に
大
嶋
村
が
北
隣
の
守
部
村
と
井
水
相
論
を
起
こ
し
た
際
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

増
田
が
両
村
へ
事
書
を
下
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
大
嶋
村
に
残
さ
れ
た
文
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
守
）
　
　
　
　
　
（
清
V
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嶋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
樋
）

　
　
一
、
森
部
の
領
内
こ
し
水
出
申
候
中
を
大
島
の
井
ミ
そ
ほ
り
わ
り
候
て
と
を
し
申
事
二
候
間
、
森
部
の
井
の
く
ち
ゆ
口
を
な
を
し
候
時
、
為
合
力
何
時
も
ひ

　
　
　
を
仕
な
を
し
候
た
び
く
二
大
島
の
給
人
よ
り
八
木
樋
里
森
部
の
百
姓
へ
出
し
可
被
申
候
事
、

　
　
皿
、
く
さ
か
り
は
の
事
、
如
先
規
其
領
内
ぎ
り
二
草
を
か
り
可
申
事
、

　
守
部
領
内
の
湧
水
が
大
嶋
の
井
溝
に
よ
っ
て
損
じ
た
た
め
、
井
口
を
直
す
ご
と
に
大
嶋
村
の
給
人
か
ら
米
一
石
を
守
部
村
の
百
姓
へ
渡
す
と

の
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
か
ら
、
大
嶋
村
に
は
当
時
、
給
人
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
増
田
は
領
主
か
近
隣
の
代
官
と
し

て
両
型
の
仲
裁
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
草
刈
場
に
つ
い
て
も
、
村
の
領
域
を
越
え
た
利
用
を
禁
じ
て
お
り
、
播
磨
の
事
例
と
同
じ

問
題
を
も
抱
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
に
大
嶋
村
が
同
じ
井
組
の
浜
田
村
と
墨
水
相
論
を
起
こ
し
た
際
に
も
増
田
が
裁

定
を
行
っ
た
よ
う
で
、
裁
定
後
に
両
損
に
対
し
て
、
「
浜
田
村
・
大
嶋
村
井
水
之
出
入
之
事
、
最
前
相
究
候
間
、
其
筋
目
若
御
陣
雲
留
守
な
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

二
違
乱
仕
、
致
申
事
候
ハ
・
、
重
里
中
可
有
御
成
愚
臣
」
と
命
じ
て
い
る
。
「
御
陣
之
留
守
」
に
裁
定
に
背
く
こ
と
が
あ
れ
ば
成
敗
を
行
う
と

の
警
告
が
な
さ
れ
て
お
り
、
戦
時
（
こ
こ
で
は
九
州
出
兵
と
思
わ
れ
る
）
に
は
在
地
の
秩
序
が
乱
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
領
主
側
の
裁

定
に
違
反
す
る
行
為
は
処
罰
の
対
象
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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（
4
）
近
江
の
事
例

　
近
江
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
四
年
前
後
に
滋
賀
郡
の
葛
川
と
伊
香
立
と
の
間
に
生
じ
た
山
勢
を
取
り
上
げ
る
。
相
論
の
内
容
に
入
る
前
に
、

当
該
期
の
湖
西
支
配
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
天
正
十
年
六
月
の
清
洲
会
議
に
お
い
て
、
滋
賀
⊥
筒
嶋
両
郡
は
丹
羽
長
秀
領
と
な
っ
た
。

賎
ヶ
岳
の
戦
い
の
後
、
丹
羽
が
越
前
北
庄
城
へ
移
さ
れ
る
と
、
天
正
十
一
年
八
月
前
は
知
行
割
が
行
わ
れ
、
両
郡
の
支
配
は
秀
吉
家
臣
の
杉
原
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家
士
に
委
ね
ら
れ
た
。
杉
原
は
坂
本
城
を
拠
点
と
し
、
主
に
高
嶋
郡
を
知
行
地
、
滋
賀
郡
を
代
官
所
と
し
て
支
配
し
て
お
り
、
伊
香
立
千
五
百

石
と
葛
川
百
二
十
石
も
後
者
に
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
杉
原
は
同
年
十
一
月
に
発
病
が
噂
さ
れ
、
代
わ
り
に
翌
月
以
降
は
浅
野
長
吉
が
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

郡
の
統
治
を
行
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
天
正
十
二
年
三
月
に
は
、
朽
木
谷
の
宿
や
材
木
売
買
に
つ
い
て
、
杉
原
の
先
例
を
認
め
た
折
紙
を
浅
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
出
し
て
お
り
、
こ
の
頃
ま
で
に
は
実
際
に
湖
西
地
域
の
統
治
に
乗
り
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
滋
賀
郡
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

官
と
し
て
統
治
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
伊
香
立
に
も
浅
野
の
屋
敷
（
普
段
は
下
代
が
利
用
し
た
か
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
天
正

十
七
年
（
一
五
八
九
）
頃
ま
で
は
浅
野
に
よ
る
統
治
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
さ
て
、
葛
川
に
関
す
る
研
究
蓄
積
は
厚
く
、
そ
の
研
究
史
は
坂
田
聡
氏
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
手
つ
か
ず
の
状
況
と
い
っ
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
少
し
で
も
研
究
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、
や
や
詳
し
く

述
べ
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
検
討
す
る
葛
川
と
伊
香
立
は
、
そ
の
境
に
あ
る
下
立
山
の
所
有
や
利
用
を
め
ぐ
っ
て
、
往
古
よ
り
対
立
し
て
い
た
。

元
応
二
年
（
；
一
二
〇
）
の
和
与
に
よ
り
、
下
立
山
は
葛
川
領
内
に
組
み
込
ま
れ
、
伊
香
立
荘
の
住
民
は
そ
こ
へ
の
立
ち
入
り
を
認
め
て
も
ら

う
か
わ
り
に
明
王
院
修
理
料
の
名
目
で
炭
を
納
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
応
永
二
年
（
＝
二
九
五
）
十
一
月
の
足
利
義
満
に

よ
る
犀
川
四
至
の
安
堵
が
な
さ
れ
て
以
後
、
境
相
論
は
沈
静
化
し
た
が
、
十
六
世
紀
に
入
る
こ
ろ
に
は
再
び
下
立
山
の
領
有
を
め
ぐ
る
対
立
が

持
ち
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
両
者
の
対
立
は
徳
川
期
に
な
っ
て
も
収
ま
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
は
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
伊
香
立
村
惣
百
姓
中
が
板
倉
勝
重
に
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

出
し
た
訴
状
か
ら
、
豊
臣
期
の
相
論
の
経
緯
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
叡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
）
　
　
　
　
（
職
）

　
　
一
、
従
先
年
に
ご
り
谷
と
申
山
の
北
を
さ
か
い
伊
香
立
領
に
て
御
座
候
、
然
共
ゑ
い
山
よ
り
の
御
下
知
己
、
（
中
略
）
お
り
立
山
一
し
き
に
い
か
立
村
の
山

　
　
　
二
被
仰
付
候
、
則
大
法
師
衆
よ
り
の
御
ひ
は
ん
状
御
座
候
事
、

　
　
一
・
国
譲
雛
代
官
謁
糀
計
よ
鞄
餌
付
出
入
申
候
へ
共
此
方
よ
り
前
々
攣
目
上
・
粗
砂
と
も
縣
鍵
屋
二
纏
聞
属
如
前
々
い

か
立
へ
被
仰
付
候
、
則
御
折
紙
被
下
候
事
、
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、
　
又
其
後
か
つ
ら
川
よ
り
弾
正
殿
へ
ほ
し
き
ま
・
隠
語
上
露
て
、
御
折
紙
取
候
壬
申
二
間
、
　
此
方
よ
り
も
前
之
通
申
上
候
ハ
・
、
母
御
　
折
紙
被
下

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
候
、
然
共
御
代
宮
よ
り
の
御
あ
つ
か
い
の
儀
中
継
間
、
畠
之
儀
ハ
か
つ
ら
川
へ
作
仕
、
山
之
儀
ハ
い
か
立
へ
被
仰
付
候
、
往
古
よ
り
｝
色
こ
い
か
立

　
　
　
領
に
て
御
座
候
問
、
迷
惑
之
由
申
候
へ
共
、
御
代
宮
御
意
二
候
問
、
不
及
是
非
候
事
、

　
ま
ず
、
□
を
見
る
と
、
下
立
山
に
つ
い
て
の
出
入
は
葛
川
か
ら
起
こ
さ
れ
た
が
、
伊
香
立
が
そ
れ
以
前
の
様
子
を
説
明
し
て
、
「
謹
文
」
を

提
出
し
た
と
こ
ろ
、
浅
野
か
ら
の
折
紙
が
下
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
「
謹
文
」
は
下
立
山
支
配
を
認
め
た
比
叡
山
大
法
師
衆
の
下
知
状
（
「
御

　
　
　
⑳

ひ
は
ん
状
」
）
な
ど
を
指
し
て
い
よ
う
。
圃
に
は
、
そ
の
後
に
滝
川
も
浅
野
の
折
紙
を
獲
得
し
、
團
に
は
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
伊
香
立
か
ら
も
言

上
し
た
と
こ
ろ
、
再
度
折
紙
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
園
に
よ
る
と
、
「
御
代
宮
」
か
ら
両
者
へ
の
仲
裁
が
な
さ
れ
、

畑
に
つ
い
て
は
葛
川
へ
、
山
に
つ
い
て
は
伊
香
立
へ
付
け
よ
、
と
い
う
裁
定
が
下
さ
れ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
実
際
、
玉
川
に
は
一
通
、
伊
香
立
に
は
二
通
の
浅
野
の
書
状
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
鮭
川
の
有
す
る
書
状
写
（
A
）
で
は
、
「
下
立
山
へ
い
か

た
ち
の
者
共
立
入
奇
事
、
山
手
を
い
た
し
候
ハ
・
、
不
可
有
異
臭
候
、
然
者
書
画
山
雨
有
之
家
井
畑
な
と
い
か
た
ち
よ
り
相
押
候
由
、
さ
た
の

か
き
り
曲
事
」
と
、
伊
香
立
の
山
林
伐
採
に
つ
い
て
は
認
め
、
山
中
の
家
や
畑
に
つ
い
て
は
葛
川
の
領
有
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
圖
に
あ
た
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
伊
香
立
に
残
さ
れ
た
文
書
は
、
「
下
立
山
一
職
其
郷
へ
申
付
候
、
如
先
々
令
才
判
、
年
貢
等
ハ
蔵
奉
行
江
可
直
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
黒
木
）

候
」
と
し
た
も
の
（
B
）
と
、
「
お
り
た
ち
山
く
ろ
き
き
り
潤
て
や
き
早
事
、
如
先
々
当
郷
へ
申
付
候
、
苅
あ
と
畠
之
儀
も
同
前
二
丈
間
、
如

年
来
年
貢
米
此
方
へ
可
融
候
」
と
し
た
も
の
（
C
）
が
存
在
す
る
。
面
通
と
も
、
浅
野
の
署
判
や
代
官
支
配
の
時
期
か
ら
、
天
正
十
四
～
十
七

年
の
も
の
と
推
測
で
き
る
。
前
者
は
＝
職
」
に
つ
い
て
認
め
て
お
り
、
年
貢
の
納
入
方
法
に
つ
い
て
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
に
発
給

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
団
の
折
紙
に
該
当
し
よ
う
。
後
者
は
山
林
伐
採
後
の
焼
畑
に
つ
い
て
の
安
堵
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
（
A
）
と
の

関
連
か
ら
、
團
に
あ
た
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
前
者
（
B
）
は
天
正
十
四
年
、
後
者
（
C
）
は
天
正
十
五
年
以
降
の
も
の
と
考
え
た
い
。

　
露
草
に
と
っ
て
は
家
と
畑
は
自
ら
の
も
の
で
あ
り
、
伊
香
立
の
側
は
山
手
伐
採
後
の
畑
の
進
止
権
を
有
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
た
め
に

双
方
の
主
張
が
食
い
違
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
相
論
が
圏
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
下
代
の
仲
裁
を
受
け
、
結
局
畑
が
全
て
葛
川
に
帰
属
さ
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豊臣政権の訴訟対応（谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
首
）

れ
る
に
至
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
葛
川
側
に
は
浅
野
配
下
の
八
島
久
右
衛
門
の
書
状
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
「
弾
く
ひ
、
い

か
た
ち
郷
う
け
と
ち
う
其
辺
も
た
せ
あ
り
か
せ
、
百
姓
共
二
王
ミ
せ
候
へ
の
よ
し
御
意
云
々
、
い
か
た
ち
と
か
つ
ら
川
、
山
の
あ
ら
そ
ひ
仕
、

（
喧
嘩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
山
灰
　
窯
…
　
〉

け
ん
く
わ
を
し
い
た
し
、
す
き
く
わ
を
と
り
、
其
上
す
ミ
か
ま
ま
て
打
や
ふ
り
狼
籍
生
者
に
て
候
こ
と
、
よ
く
く
ふ
れ
候
へ
と
被
仰
候
」
と

　
　
　
　
　
⑬

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
先
の
経
緯
か
ら
天
正
十
五
年
以
降
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
両
者
の
争
い
が
武
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

衝
突
に
ま
で
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
宛
名
は
葛
川
を
所
轄
す
る
下
代
の
後
藤
助
左
衛
門
ら
で
あ
り
、
浅
野
は
彼
ら
に
対

し
て
、
両
村
の
境
目
に
主
犯
者
（
お
そ
ら
く
は
伊
香
立
側
の
百
姓
）
の
首
を
懸
け
る
よ
う
命
じ
、
事
態
の
沈
静
化
を
図
る
と
と
も
に
、
下
立
山
の

帰
属
権
を
畑
と
山
に
分
け
て
両
分
に
与
え
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
伊
香
立
は
下
立
山
手
銭
を
毎
年
七
石
五
斗

分
ず
つ
領
主
・
代
官
に
支
払
っ
て
い
た
が
、
浅
野
の
裁
定
を
伊
香
立
の
敗
訴
と
捉
え
た
葛
川
側
は
、
伊
香
立
が
山
手
を
「
恣
切
取
」
「
押
領
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
と
主
張
し
、
徳
川
期
に
入
っ
て
も
度
々
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
河
内
の
事
例

　
最
後
に
、
河
内
の
事
例
に
触
れ
て
お
く
。
こ
こ
で
扱
う
の
は
、
錦
部
郡
観
心
寺
と
そ
の
膝
下
領
た
る
空
乱
の
相
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
厳
密
に

は
村
落
間
相
論
で
は
な
く
、
寺
社
と
村
落
と
の
出
入
で
あ
る
が
、
藤
木
久
志
氏
に
よ
っ
て
「
喧
嘩
停
止
令
」
発
動
の
初
例
に
数
え
ら
れ
て
い
る

事
例
で
も
あ
る
た
め
、
検
討
対
象
と
す
る
。
ま
ず
は
、
観
心
寺
と
豊
臣
政
権
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
観
心
寺
七
郷
は
、
請
所
と
し
て
三
百
石
を
納
め
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
三
十
石
は
観
心
寺
に
寄
進
さ
れ
、
さ
ら
に
請
判
の
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

入
先
は
観
心
寺
で
あ
っ
た
。
天
正
十
三
年
五
月
、
近
隣
土
豪
の
碓
井
氏
の
年
寄
衆
が
隣
郷
の
百
姓
と
結
託
し
、
寺
僧
衆
の
山
へ
の
立
ち
入
り
を

阻
ん
で
い
る
と
の
訴
え
が
浅
野
長
吉
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
。
浅
野
は
、
観
心
寺
へ
の
寺
領
寄
進
の
通
達
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
当
寺
と

秀
吉
と
の
仲
介
役
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
し
て
い
た
一
柳
直
末
に
対
し
て
、
観
心
寺
が
「
我
等
別
而
半
月

寺
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
寺
僧
た
ち
の
山
林
用
益
の
確
保
を
依
頼
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
一
柳
は
紛
争
解
決
を
試
み
、
六
月
に
は
「
山
之
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⑳

儀
相
済
」
と
～
旦
落
着
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
天
正
十
四
年
に
入
る
と
問
題
は
再
燃
し
た
。
同
年
十
月
、
睡
郷
柴
山
の
「
違
乱
」
が
あ
り
、
帥
法
印
歓
仲
（
前
年
九
月
に
大
垣
へ
転

出
し
た
一
柳
に
代
っ
て
当
地
の
統
治
に
携
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）
が
双
方
を
召
喚
し
て
様
子
を
聞
い
た
後
、
一
柳
の
判
決
通
り
に
観
心
寺
の
柴
刈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秀
吉
母
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
認
め
る
裁
定
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
彼
は
観
心
寺
の
「
大
政
所
御
祈
願
所
」
と
し
て
の
威
光
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、

翌
年
に
は
七
郷
の
百
姓
が
「
寺
衆
心
、
薪
最
善
者
共
日
々
二
追
立
、
及
二
郷
刃
傷
」
と
い
う
事
態
に
至
っ
た
た
め
、
歓
仲
は
「
当
御
代
喧
嘩
停

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
西
見
）

止
之
処
、
背
御
法
度
与
云
、
曲
事
不
及
是
非
次
第
二
候
、
所
詮
、
自
今
以
後
お
に
し
ミ
領
山
之
分
善
縁
押
、
一
人
に
て
も
於
立
入
者
、
可
令
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

敗
候
、
万
一
柴
以
下
｝
本
に
て
も
苅
た
る
跡
職
在
二
者
、
桜
之
在
所
へ
可
相
懸
候
」
と
、
七
郷
の
内
の
小
西
見
村
百
姓
中
に
通
達
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
点
が
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
歓
仲
の
書
状
に
よ
る
限
り
で
は
、
こ
の
「
打
電
刃
傷
」
に
対
し
て
、
政
権
側
は
村

落
に
処
罰
を
下
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
再
三
の
観
心
寺
勝
訴
の
裁
定
や
「
大
政
所
御
祈
願
所
」
の
威
光
に
反
し
、
百
姓
ら
が
武
力
ま
で
持

ち
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
自
今
以
後
」
に
山
へ
入
っ
て
柴
を
刈
っ
た
場
合
に
は
処
罰
を
下
す
、
と
圧
力
を
か
け
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
こ
れ
は
、
「
喧
嘩
停
止
令
」
発
令
の
典
型
例
と
さ
れ
る
天
正
末
年
の
鳴
尾
・
瓦
林
村
の
水
論
へ
の
対
応
に
見
ら
れ
る
過
酷
な
処
罰
と
は
同

列
視
し
が
た
い
。
二
つ
に
、
こ
の
通
達
が
な
さ
れ
た
天
正
十
五
年
四
月
は
、
ち
ょ
う
ど
島
津
攻
め
で
秀
吉
周
辺
が
九
州
に
在
陣
し
て
い
る
時
期

に
あ
た
る
。
よ
っ
て
、
主
力
部
隊
が
畿
内
・
近
国
に
不
在
の
、
抑
止
力
の
空
洞
状
況
に
お
い
て
発
生
し
た
武
力
行
使
と
そ
れ
へ
の
対
処
と
捉
え

ら
れ
る
。
先
の
摂
津
の
事
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
戦
時
に
は
領
主
側
の
対
応
が
困
難
に
な
る
た
め
、
在
地
で
の
紛
争
激
化
の
可
能
性
が
高

ま
っ
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
三
つ
に
、
こ
の
相
論
で
歓
仲
は
あ
く
ま
で
観
心
寺
を
保
護
し
、
救
済
す
る
た
め
に
「
喧
嘩
停
止
」
と
い

う
文
言
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
喧
嘩
停
止
」
が
豊
臣
期
で
確
認
さ
れ
う
る
初
例
に
お
い
て
、
直
接
的
に
は
村
落
や

百
姓
を
自
力
の
惨
禍
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
時
期
も
事
例
も
近
似
す
る
近
江
（
福
川
と
伊
香
立
）
の
事
例
と
比
較
す
る
と
、
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
葛
川
の
相
論
で

は
、
「
喧
嘩
停
止
」
と
い
う
文
言
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
罰
が
断
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
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る
。
一
方
で
、
処
罰
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
武
力
行
使
を
「
喧
嘩
」
と
認
定
し
、
張
本
人
（
や
そ
の
首
）
を
在
所
に
晒
す
こ
と
で
再
発
を
抑
止

し
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
こ
れ
は
、
代
官
ら
の
対
応
の
目
的
が
、
個
別
事
例
に
お
け
る
百
姓
の
武
力
発
動
の
抑
湖
に
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
同
様
に
類
似
点
と
し
て
、
政
権
側
か
ら
概
に
裁
定
が
下
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
も
な
お
百
姓
側
が
そ
の
裁
定

を
遵
守
せ
ず
に
武
力
紛
争
を
起
こ
し
た
場
合
に
、
警
告
や
処
罰
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

豊臣政権の訴訟対応（谷）

　
以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
。
こ
の
時
期
の
畿
内
・
近
国
に
お
い
て
村
落
を
め
ぐ
る
出
入
や
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
百
姓
が
出
訴
主
体
と
な
っ

て
訴
訟
を
持
ち
込
み
、
該
当
地
域
や
そ
の
周
辺
の
給
人
・
代
官
が
仲
裁
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
出
入
が
長
引
い
た
場
合
に
も
中
央
に

対
処
が
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
従
っ
て
、
政
権
側
に
は
訴
訟
に
対
応
で
き
る
体
制
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
在

地
紛
争
の
一
次
的
な
対
処
は
給
人
・
代
官
が
行
う
と
い
う
あ
り
方
自
体
は
、
基
本
的
に
こ
の
後
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
彼

ら
は
威
光
や
処
罰
の
掲
出
や
断
行
に
よ
っ
て
、
百
姓
ら
の
自
力
行
使
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
が
、
戦
時
に
は
違
乱
や
紛
争
激
化
の
危
険
性
が
高

ま
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

①
天
正
十
｝
年
七
月
七
日
付
秀
告
判
物
（
「
三
雲
文
書
」
『
大
日
本
史
料
』
第
十

　
一
編
四
）
。
同
年
同
月
同
日
付
　
玄
以
判
物
（
同
上
）
。

②
天
正
十
｝
年
六
月
十
（
二
十
ヵ
）
七
日
付
録
以
書
状
写
（
「
玄
以
法
印
下
知

　
状
」
明
続
群
書
類
従
』
第
二
十
三
垂
下
）
。

③
（
天
正
十
～
年
）
九
月
十
一
日
付
玄
御
書
状
写
（
魍
醍
醐
寺
文
書
㎞
四
、
八
五

　
一
号
）
。
朽
木
氏
の
久
多
支
配
に
つ
い
て
は
、
西
島
太
郎
「
中
・
近
世
移
行
期
に

　
お
け
る
在
地
領
主
の
代
官
請
に
つ
い
て
」
（
同
軸
闘
戦
国
期
室
町
幕
府
と
在
地
領

　
主
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
〇
年
）
に
詳
し
い
。

④
天
正
七
年
四
月
十
七
日
付
織
田
信
長
朱
印
状
（
「
大
渓
晃
家
並
瞥
」
（
奥
野
高

　
広
干
瓢
増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究
㎞
補
遺
）
）
。

⑤
な
お
、
所
司
代
就
任
後
の
寺
社
出
訴
に
つ
い
て
は
、
糺
明
・
裁
定
と
と
も
に
玄

　
以
の
専
権
事
項
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
伊
藤
真
昭
「
所
罰
代
の
職
掌
」
（
同
著

　
噸
京
都
の
寺
社
と
豊
臣
政
権
㎞
法
藏
館
、
二
〇
〇
三
年
、
初
鵬
二
〇
〇
二
年
）
。

⑥
「
山
内
治
夫
家
文
書
」
閣
新
修
亀
岡
市
史
㎞
資
料
無
二
。
ま
た
、
本
文
書
の
連
署

　
者
は
、
後
に
「
六
入
衆
」
と
呼
ば
れ
る
豊
臣
氏
の
側
近
集
団
の
構
成
員
と
近
似
す

　
る
。
寺
沢
光
世
「
秀
吉
の
側
近
六
人
目
と
石
川
光
重
」
（
『
日
本
歴
史
幽
五
八
六
、

　
一
九
九
七
年
）
参
照
。

⑦
清
水
克
行
『
日
本
神
判
史
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
。

⑧
徳
川
期
に
入
っ
て
再
度
両
村
の
井
水
相
論
が
起
き
た
際
に
は
、
理
非
判
断
を
す

　
る
た
め
に
百
姓
を
召
喚
し
た
と
こ
ろ
、
寺
村
の
百
姓
が
応
じ
な
か
っ
た
た
め
に
春

　
日
部
村
の
理
運
と
定
ま
り
、
絵
図
も
作
成
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
十
六
年
四
月
二
十

　
八
日
付
　
板
倉
勝
重
ら
連
署
裁
許
状
写
（
「
山
内
治
夫
家
文
書
」
『
新
修
亀
陶
市

49 （333）



　
史
』
資
料
編
二
）
。

⑨
　
天
正
十
四
年
八
月
六
日
付
　
平
鴬
茶
片
桐
直
盛
・
秋
田
頼
弁
連
署
状
案
（
「
前

　
川
文
書
」
『
兵
庫
県
史
』
（
以
下
㎎
兵
庫
㎞
と
略
す
）
史
料
編
中
世
二
）
。
同
年
同

　
月
岡
日
付
　
益
田
村
重
岡
連
署
状
（
「
旧
庄
屋
宅
所
蔵
文
書
」
（
「
秀
吉
の
家
臣
・

　
片
桐
且
元
の
裁
許
状
見
つ
か
る
　
加
古
川
」
神
戸
新
聞
二
〇
＝
一
年
二
月
五
日

　
版
）
）
。

⑩
四
尼
崎
市
史
㎞
（
以
下
『
尼
崎
蜘
）
第
二
巻
、
八
木
哲
浩
執
筆
分
、
一
九
六
八
年
。

⑪
野
間
井
組
水
論
聞
伝
書
（
「
古
林
甚
一
郎
文
書
」
『
尼
崎
㎞
第
六
巻
）
な
ど
。

⑫
（
慶
長
五
年
ヵ
）
十
月
六
日
付
片
桐
且
元
・
小
出
秀
政
連
署
状
（
門
片
桐
文

　
書
」
『
兵
庫
』
史
料
上
申
旧
懐
）
。
「
天
正
開
脚
（
『
福
原
家
文
書
』
上
巻
）
天
正
十

　
六
年
七
月
十
七
日
条
な
ど
。

⑬
八
木
哲
浩
「
近
世
井
組
の
性
格
－
武
庫
川
流
域
の
用
水
争
論
1
」
（
今
井

　
林
太
郎
・
八
木
哲
浩
共
著
『
封
建
社
会
の
農
村
構
造
』
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
、

　
初
出
［
九
五
〇
年
）
。

⑭
天
正
十
四
年
四
月
十
三
日
付
増
田
長
盛
条
書
（
「
東
大
島
農
会
文
書
」
『
尼

　
崎
』
第
山
ハ
巻
）
。

⑮
（
天
正
十
五
年
ヵ
）
二
月
二
十
一
日
付
増
田
自
盛
書
状
（
「
寿
岡
得
夫
文
書
」

　
胃
尼
崎
』
第
山
ハ
巻
）
。

⑯
㎎
新
修
大
津
市
史
』
近
世
前
期
、
藤
井
譲
治
執
筆
分
、
一
九
八
○
年
。

⑰
天
正
十
二
年
三
月
五
日
付
浅
野
長
吉
書
状
（
「
渡
平
八
郎
氏
所
蔵
文
書
」
東

　
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
娠
）
。

⑱
喜
多
村
俊
夫
門
い
わ
ゆ
る
水
上
村
用
水
支
配
の
事
例
研
究
－
特
に
西
近
江
眞

　
野
川
最
上
流
上
在
地
部
落
を
中
心
に
一
」
（
同
趣
『
日
本
農
村
の
基
礎
構
造
研

　
究
』
地
人
害
房
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）
。

⑲
坂
田
聡
「
葛
川
研
究
の
軌
跡
」
（
同
著
『
日
本
申
世
の
氏
・
家
・
村
』
校
倉
害

　
房
、
一
九
九
七
年
）
。

⑳
慶
長
十
二
年
三
月
十
日
付
伊
香
離
村
惣
百
姓
中
訴
状
（
「
伊
香
立
共
有
文
書
」

　
（
以
下
「
伊
」
）
滋
賀
県
立
図
書
館
架
蔵
写
真
帳
）
。

⑳
正
長
元
年
十
二
月
～
七
日
付
大
法
師
良
聡
ら
下
知
状
（
「
伊
」
）
。

⑫
　
天
正
十
四
年
四
月
九
日
付
浅
野
長
吉
書
状
写
（
「
清
川
文
書
」
（
以
下
門
葛
扁
）

　
京
都
大
学
古
文
書
室
架
蔵
写
真
帳
）
、
こ
れ
を
A
と
す
る
。
（
年
不
詳
）
三
月
二
十

　
四
日
付
同
書
状
（
「
伊
扁
）
、
こ
れ
を
B
と
す
る
。
（
年
不
詳
）
正
月
十
五
目
付
同

　
害
状
（
同
上
）
、
こ
れ
を
C
と
す
る
。

⑬
　
（
年
不
詳
）
三
月
十
三
日
付
　
八
島
久
右
衛
門
書
状
（
「
葛
」
）
。

⑭
　
「
華
頂
要
略
門
主
伝
」
第
二
十
四
、
天
正
十
三
年
十
月
十
九
日
条
。

⑳
　
文
禄
五
年
十
月
吉
日
付
　
観
音
寺
詮
舜
検
地
団
録
（
「
伊
」
）
。
慶
長
七
年
六
月

差
二
十
～
日
付
　
八
島
久
右
衛
門
物
成
算
用
状
（
同
上
）
。
慶
長
十
四
年
十
～
月
日

　
付
　
山
門
行
者
中
言
上
書
（
「
葛
」
）
。
慶
長
十
六
年
四
月
二
十
日
付
　
山
門
行
者

　
中
惣
代
訴
状
（
「
伊
」
）
な
ど
。

⑳
　
（
天
正
十
二
年
ヵ
）
六
月
二
十
五
日
付
　
八
島
久
右
衛
門
・
真
野
五
左
衛
門
連

　
署
状
（
噸
観
心
寺
文
轡
臨
（
以
下
凹
観
㎞
）
六
三
七
号
）
。
（
同
年
ヵ
）
八
月
二
十
九

　
日
付
　
浅
野
長
吉
書
状
写
（
同
上
六
三
〇
号
）
。

⑳
　
（
天
正
十
三
年
）
五
月
十
六
日
付
　
浅
野
長
吉
書
状
写
（
『
観
㎞
六
二
九
号
）
。

　
（
同
年
）
同
月
十
九
日
付
　
一
柳
直
門
書
状
（
同
上
六
三
五
号
）
。
（
同
年
）
六
月

　
八
日
付
　
同
書
状
（
岡
上
一
四
五
号
）
な
ど
。

⑱
　
天
正
十
四
年
十
月
十
四
日
付
　
帥
法
印
歓
仲
書
状
（
㎎
観
』
六
三
二
号
）
、
同
年

　
㎜
回
月
m
阿
日
付
　
同
沓
状
（
同
一
上
⊥
ハ
＝
ゴ
ニ
陶
万
）
、
　
（
同
年
）
同
【
月
十
五
日
付
　
歓
仲
家

　
臣
吉
富
栄
熈
書
状
（
同
上
六
四
三
号
）
。
な
お
、
『
観
』
六
三
二
号
に
は
天
正
十
四

　
年
の
付
年
号
が
あ
る
が
、
文
中
に
は
「
一
柳
市
助
扁
と
あ
り
、
同
年
二
月
に
伊
豆

　
守
と
な
っ
た
直
末
の
呼
称
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
歓

　
仲
が
一
柳
の
改
称
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
と
、
読
響
と
し
て
提
出
さ
れ

　
た
折
紙
（
同
上
六
三
五
号
）
に
「
一
柳
市
助
」
と
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
記
し
た

　
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
付
年
号
は
妥
当
と
判
断
す
る
。

⑲
　
天
正
十
五
年
四
月
二
日
付
　
帥
法
印
留
口
書
状
（
『
観
』
六
三
六
号
）
。
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豊臣政権の訴訟対応（谷）

第
「
節
　
奉
行
に
よ
る
訴
訟
対
応

　
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
頃
に
な
る
と
、
前
章
で
検
討
し
た
事
例
と
は
異
な
り
、
村
落
と
は
直
接
は
関
係
の
な
い
政
権
側
の
人
物
、
す
な

　
　
　
①

わ
ち
奉
行
が
中
央
で
訴
訟
に
対
応
す
る
事
例
が
検
出
で
き
る
。
以
下
、
彼
ら
が
連
署
で
発
給
し
た
訴
訟
関
係
文
書
に
着
目
し
て
、
そ
の
様
子
を

探
っ
て
み
よ
う
。

（
↓
村
落
間
相
論

　
摂
津
国
の
淀
川
中
流
域
右
岸
、
芥
川
が
淀
川
に
合
流
す
る
地
点
の
西
南
部
に
は
、
三
箇
牧
（
唐
崎
・
三
嶋
江
・
西
面
・
柱
隠
の
出
村
）
と
鳥
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

村
が
並
ん
で
い
た
。
当
該
地
域
に
お
け
る
水
利
秩
序
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
福
山
昭
氏
や
石
原
佳
子
氏
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、

相
論
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
の
か
に
着
閣
す
る
。
三
箇
牧
の
領
有
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
鳥
養
村
の
領
主
と
し
て
は
観
世
又
次
郎
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ど
が
知
ら
れ
、
増
給
の
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
域
の
統
治
に
つ
い
て
は
、
近
隣
の
茨
木
城
主
が
所
轄
し
て
い
た
よ
う
で
、
天
正

十
三
年
（
一
五
八
五
）
閏
八
月
に
中
川
秀
政
が
三
木
に
移
っ
た
後
、
茨
木
城
を
預
か
っ
た
質
業
王
統
が
そ
の
役
割
を
引
き
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
天
正
十
六
年
、
排
水
に
窮
し
た
三
箇
牧
は
、
鳥
養
村
領
内
に
新
し
い
封
殺
を
開
削
す
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
三
箇
牧
の
懇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

望
の
結
果
、
四
月
に
は
鳥
養
村
と
互
い
に
申
し
合
わ
せ
を
し
、
代
表
者
が
署
判
し
た
証
文
を
取
り
交
わ
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
井
路
の
新
造
が
始

ま
り
、
樋
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
段
に
な
っ
て
、
安
威
川
を
は
さ
ん
で
鳥
養
村
の
北
側
に
位
置
す
る
嶋
村
が
反
発
し
、
樋
を
掘
り
起
こ
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
三
箇
牧
と
嶋
村
の
相
論
に
発
展
し
、
申
央
に
裁
許
が
求
め
ら
れ
た
。
政
権
側
で
は
、
安
眠
酔
興
と
と
も
に
、
増
田
長
盛
・

毛
利
吉
成
・
片
桐
直
盛
・
早
川
長
政
・
大
谷
吉
継
が
検
分
衆
を
遣
わ
し
、
井
溝
の
実
状
を
確
認
し
た
の
ち
、
三
箇
牧
の
勝
訴
と
い
う
裁
定
を
下
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【表】中期における奉行の村落出訴への対応

年月日 差　出 事　例 種類 内　容 出　典

天正16・閏5・11 増四・石田 摂津　三箇牧⇔嶋村　水論 裁定 取水口確定 葉間家文書
村
落
問
相
論

天正16・6・5 増田・浅野 播磨　小宅下村⇔裾井庄　水論 裁定 取水口確定 岩見井組文書

（天正14～）

U・14
増田・石田 河内　五条村O豊浦村　水論 裁定 井水出入

滋賀県立琵琶湖

ｶ化館所蔵文書

天正16・2・13 長束・増田
河内　招提村訴訟

@　　（代官⇔百姓）
裁定

代官手作の禁止／

ﾝ酒米の駄賃除外

^糠・藁代の支出

河端昌治氏所蔵

ｶ欝

天正16・5・25 里国・石田
近江　高島郡訴訟

@　　（給人・代宮⇔百姓）
裁定

検見による免相決

閨^口米規定／
f・藁の有償化／

v役勤仕時の飯米

x給／薪規の奉公

l成の禁止

匿増補　駒井日

L退

給
人
・
代
官
の
非
分
出
訴

天正17・4・19 石田
摂津　浜田村訴訟

@　　（給人・代官ヵ⇔百姓）
裁定

検地帳登録の作職

ﾀ堵（未進の場合

ﾍ除く）／ロ米規

閨^京柵規定

寺隅文書

（天正17カ）

P0・16
増田・石田

近江　富永郷訴訟

@　　（給人。百姓）
裁定

枡・期米規定／除

nの設定・大豆耕

?地は大豆納入／

l夫の先例遵守・

N貢米納入時の詐

諡ﾖ止

光照寺文書

（天正14～17＞

S・28
増田・浅野

丹波　戸田勝隆知行分入作訴訟

@　　（給人⇔百姓ヵ）

裁定

F可
戸田の裁定を承認 酒井文書

（天正18カ＞

P・8
増田・浅野

播磨　蔵入地訴訟

@　　（代官⇔百姓）
審理

代官による御蔵入

ﾆ椙操作に関する

柾賴ｮ取

芥田文嘗

る
。
こ
の
時
期
、
百
姓
が
給
人
や
代
官
の
非
分

る
の
が
、
給
人
や
代
官
に
よ
る
私
的
搾
取
で
あ

政
権
が
抱
え
る
重
要
な
問
題
と
し
て
数
え
ら
れ

た
の
は
、
村
落
問
相
論
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

豊
臣
政
権
が
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

（
2
）

給
人
・
代
官
の
非
分
出
訴

行
っ
て
か
ら
裁
定
を
下
し
て
い
た
。

が
百
姓
を
召
喚
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
実
検
を

は
用
水
関
係
が
多
く
、

い
ず
れ
の
例
で
も
奉
行

る

（【

¥
】
参
照
）
。
こ
の
時
期
の
村
落
間
相
論

同
様
の
事
例
は
、
播
磨
や
河
内
で
も
検
出
さ
れ

い
え
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

で
は
な
く
、
実
状
に
合
わ
せ
た
理
非
判
断
を
充

ち
出
し
た
り
、
先
例
に
依
拠
し
た
り
す
る
だ
け

え
で
奉
行
が
裁
定
を
下
し
て
お
り
、
神
慮
を
持

こ
こ
か
ら
、
こ
の
段
階
で
は
検
分
を
経
た
う

は
、
増
田
三
盛
と
石
田
三
成
で
あ
っ
た
。

　
⑤

し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
裁
許
状
を
発
給
し
た
の
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豊臣政権の訴訟対応（谷）

を
提
訴
す
る
こ
と
は
多
く
み
ら
れ
、
政
権
も
そ
の
理
非
を
糺
す
こ
と
で
、
自
ら
の
正
当
性
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
代
表
例
と
し
て
、
近
江
国

高
嶋
郡
の
百
姓
出
訴
を
見
て
み
よ
う
。
当
郡
が
初
期
に
は
杉
原
家
次
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
そ
の
後
、
天
正
十
五
年
（
一

五
八
七
）
九
月
に
は
観
音
寺
楽
章
が
一
万
三
千
石
余
を
蔵
入
地
と
し
て
管
理
し
、
天
正
十
六
年
四
月
置
は
、
聚
楽
行
幸
に
際
し
て
、
公
家
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
海
津
西
庄
な
ど
で
八
千
石
が
給
付
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
蔵
入
地
や
公
家
領
な
ど
が
混
在
す
る
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

郡
の
中
心
で
あ
る
大
溝
城
に
は
天
正
十
五
年
七
月
か
ら
京
極
高
次
が
入
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
一
方
で
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
御
前
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
徴
収
さ
れ
た
際
に
は
、
朽
木
元
綱
が
郡
の
水
帳
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
さ
て
、
そ
の
高
嶋
郡
で
問
題
が
起
こ
っ
た
の
は
、
為
楽
行
幸
か
ら
ひ
と
月
ほ
ど
経
っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
高
嶋
郡
百
姓
目
安
上
候
付
書
出
条
之
事

　
　
一
、
山
く
つ
れ
・
淵
成
・
水
際
遺
事
、
秋
九
月
二
給
人
方
冷
奉
行
を
被
出
、
立
毛
之
上
有
様
二
付
分
、
免
相
之
儀
者
御
定
の
こ
と
く
た
る
へ
き
事
、

　
　
一
、
口
米
之
事
、
壱
石
二
付
蒲
弐
升
之
外
別
二
役
米
有
之
間
敷
事
、

　
　
一
、
ぬ
か
・
わ
ら
の
事
、
出
し
候
ハ
・
有
様
二
算
用
を
と
け
、
か
は
り
取
可
申
事
、

　
　
一
、
芙
役
之
儀
、
給
人
被
召
遣
候
ハ
・
飯
米
取
可
申
事
、

　
　
一
、
在
々
所
々
内
、
前
よ
り
の
奉
公
人
之
身
離
不
及
是
非
候
、
作
来
候
田
畠
を
捨
、
奉
公
二
罷
出
候
儀
有
之
者
、
其
給
人
・
代
官
面
相
届
可
召
返
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
田
長
盛
）

　
　
　
　
天
正
十
山
ハ
年
五
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
右
衛
…
門
り
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
田
三
成
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
部
少
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
嶋
郡
百
姓
中

　
お
そ
ら
く
は
公
家
領
な
ど
の
設
定
に
伴
い
、
郡
内
の
村
落
間
の
不
均
等
が
危
惧
さ
れ
、
そ
の
統
治
手
法
の
統
一
を
求
め
る
た
め
に
、
百
姓
か

ら
政
権
に
目
安
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
条
目
で
は
、
山
崩
れ
や
河
成
な
ど
は
九
月
に
給
人
側
が
立
ち
会
っ
て
検
見
を
し
、
損
免
に
つ

い
て
は
、
政
権
の
原
則
（
検
見
で
決
定
で
き
な
い
場
合
は
思
付
を
行
い
、
三
分
二
を
給
人
の
も
の
と
す
る
）
に
従
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
条
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目
で
は
口
音
の
基
準
と
な
る
数
値
を
明
示
す
る
こ
と
で
過
剰
な
役
米
収
奪
を
規
制
し
、
三
条
目
で
糠
や
藁
を
有
償
化
し
、
四
条
目
で
夫
役
へ
の

給
付
を
定
め
る
な
ど
、
百
姓
保
護
の
規
定
を
掲
げ
て
い
る
。
一
方
、
五
条
目
で
は
、
新
規
の
奉
公
人
成
を
禁
止
し
て
い
る
。
百
姓
を
耕
作
に
専

念
さ
せ
る
た
め
に
は
、
奉
公
人
と
の
分
離
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。
豊
臣
政
権
の
村
落
統
治
法
の
特
徴
と
し
て
、
百
姓
保
護
と
奉
公
人
の
規
定

が
～
体
と
な
っ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
門
表
】
に
掲
げ
た
そ
の
他
の
事
例
に
よ
る
と
、
訴
訟
が
政
権
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
招
提
村
訴
訟
で
は
「
百
姓
等
御
訴
訟

申
上
」
と
あ
り
、
浜
田
村
訴
訟
の
場
合
で
も
目
安
を
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
右
の
例
と
同
様
に
百
姓
の
目
安
提
出
が
～
般
化
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
著
し
い
場
合
に
は
、
播
磨
国
の
蔵
入
地
で
代
官
の
免
相
（
年
貢
賦
課
率
）
操
作
に
よ
る
中
間
搾
取
が
露
顕
し
、
秀
吉
の
耳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
達
し
て
直
裁
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
蔵
入
地
の
免
相
の
最
終
決
定
権
を
秀
吉
が
有
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
代
官

の
剰
余
取
得
を
認
め
な
い
政
権
の
意
図
を
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
目
安
に
対
応
し
て
奉
行
が
下
し
た
裁
定
は
全
て
条
目
形
式
で

あ
り
、
単
に
糺
明
過
程
と
裁
定
結
果
を
記
す
裁
許
状
と
は
異
な
り
、
そ
の
中
に
年
貢
収
取
や
役
賦
課
に
お
け
る
規
定
を
盛
り
込
ん
で
い
る
点
は

特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
政
権
は
村
落
の
要
求
に
応
じ
る
過
程
で
、
自
ら
の
統
治
の
あ
り
方
を
取
捨
選
択
し
て
い
っ
た
も
の
と
評
価
し
う
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
導
け
よ
う
。
ま
ず
、
村
落
間
相
論
や
給
人
・
代
官
の
非
分
が
政
権
に
提
訴
さ
れ
た
場

合
、
奉
行
二
名
が
こ
れ
に
対
応
し
た
。
そ
し
て
、
一
例
を
除
き
、
そ
の
中
に
必
ず
増
田
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
増
田
が
訴
訟
対
応
の
中
心

人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
、
増
田
の
連
署
者
に
つ
い
て
は
、
時
期
や
地
域
に
よ
る
偏
り
が
読
み
取
り
に
く
い
た
め
、
そ
の
時
々

で
対
応
で
き
る
人
物
が
訴
訟
に
あ
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
二
件
（
河
内
招
提
訴
と
播
磨
蔵
入
地
）
を
の
ぞ
き
、
秀
吉
が
裁
定
に
直
接
関
与

し
て
い
た
様
子
は
み
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
政
権
に
持
ち
込
ま
れ
た
訴
訟
は
、
基
本
的
に
は
奉
行
が
審
理
・
裁
定
を
行
っ
て
お
り
、
秀
苦
へ
の

直
訴
や
蔵
入
地
免
相
に
関
す
る
不
正
な
ど
の
重
要
案
件
の
み
、
秀
吉
の
意
を
受
け
て
奉
行
が
仲
介
や
通
達
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
当
時
の
在
地
側
の
要
求
は
、
村
落
間
相
論
へ
の
保
証
力
の
あ
る
裁
定
と
、
給
人
・
代
官
の
非
分
抑
止
で
あ
り
、
政
権
側
は
そ
れ
に
応
じ
て

証
拠
に
基
づ
い
た
裁
定
を
下
し
、
ま
た
、
百
姓
保
護
を
基
調
と
す
る
統
治
方
針
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
畿
内
・
近
国
地
域
に
お
け
る
公
的
権
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力
た
る
に
は
、
正
当
な
証
左
や
明
確
な
基
準
を
見
極
め
、
そ
れ
に
効
力
を
与
え
る
裁
定
者
と
し
て
振
舞
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
寺
社
か
ら
の
出
訴

豊臣政権の訴訟対応（谷）

　
知
り
う
る
事
例
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
奉
行
は
寺
社
か
ら
の
出
訴
に
も
対
応
し
て
い
た
。
本
来
、
洛
中
洛
外
の
寺
社
の
訴
訟
や
検
断
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

所
司
代
で
あ
る
玄
以
が
担
当
し
て
い
た
が
、
寺
社
と
給
人
の
間
に
相
論
が
起
き
た
場
合
や
、
訴
訟
が
秀
吉
の
も
と
に
持
ち
込
ま
れ
た
場
合
に
は
、

奉
行
が
そ
の
裁
定
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
秀
吉
馬
廻
の
岡
本
清
蔵
が
知
行
地
に
百
姓
人
足
を
懸
け
た
際
、
近
在
の
等
持
院
は
（
お

そ
ら
く
百
姓
ら
に
免
除
を
要
請
さ
れ
て
）
夫
役
供
出
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
検
地
も
経
て
知
行
地
も
確
定
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

人
足
を
出
す
よ
う
に
等
持
院
側
に
命
じ
た
の
は
長
束
と
増
田
で
あ
っ
た
。
同
様
に
京
都
以
外
で
も
、
寺
社
の
訴
訟
や
相
論
が
大
名
や
給
人
と
関

係
す
る
場
合
、
そ
の
間
に
奉
行
が
立
つ
事
例
が
あ
っ
た
。
近
江
国
法
華
寺
（
神
使
熊
毛
）
で
は
、
か
つ
て
秀
吉
が
寺
中
に
山
林
並
木
や
屋
敷
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

血
止
権
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
三
蔵
と
い
う
俗
人
が
屋
敷
を
違
乱
し
、
寺
か
ら
の
訴
え
を
受
け
た
増
田
と
浅
野
の
両
人
は
、
寺
僧
衆
と
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

蔵
を
召
喚
し
て
糺
明
を
遂
げ
た
う
え
、
先
例
の
通
り
寺
家
勝
訴
を
申
し
渡
し
た
。
こ
の
際
、
当
初
は
三
蔵
が
召
喚
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
両

奉
行
は
自
動
的
に
先
例
を
採
用
す
る
旨
を
寺
側
に
伝
え
て
お
り
、
結
果
は
ど
う
あ
れ
対
決
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
徳
川
家
康
が
関
東
に
移
っ
た
際
、
新
た
に
中
村
一
氏
や
堀
尾
吉
晴
、
松
下
追
綱
ら
豊
臣
氏
家
臣
の
領
国
と
な
っ

た
駿
河
・
遠
江
の
寺
社
が
、
所
領
や
得
分
安
堵
の
訴
訟
の
た
め
に
上
京
し
た
。
そ
れ
に
対
応
し
た
の
は
長
束
と
増
田
で
あ
り
、
寺
社
領
の
門
前

貝
尽
な
ど
の
伐
採
を
秀
吉
の
御
意
が
下
る
ま
で
凍
結
す
る
よ
う
大
名
に
依
頼
し
、
そ
の
後
に
秀
吉
朱
印
状
が
出
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
の
旨
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

っ
て
、
家
康
期
の
当
知
行
を
引
き
渡
す
よ
う
連
署
で
連
絡
し
て
い
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
事
例
で
も
村
落
の
場
合
と
同
様
、
奉
行
二
名
で
対
応

し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
名
は
増
田
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
正
十
六
年
以
降
に
お
い
て
中
央
政
権
と
し
て
の
仲
裁
や
裁
定
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
基
本
的
に
そ
れ
を
処
理
し
て
い
た
の

は
、
秀
吉
周
辺
の
奉
行
で
あ
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
期
か
ら
奉
行
の
訴
訟
対
応
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
【
表
】
に
挙
げ
た
河
内
国
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招
提
村
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
現
地
に
残
る
由
緒
書
に
そ
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
束
・
増
田
の
連
署
状
は
、
天
正
十

五
年
（
一
五
八
七
）
九
月
、
秀
吉
が
前
年
に
築
城
し
た
聚
楽
第
に
正
式
移
管
す
る
際
の
、
大
坂
か
ら
京
都
へ
の
路
次
中
に
駕
籠
訴
を
行
っ
た
結

果
、
発
給
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
記
述
の
全
て
を
信
頼
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
九
州
攻
め
か
ら
の
帰
陣
後
に
行
わ
れ
た
聚
楽
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

移
徒
は
、
京
都
に
お
け
る
政
庁
の
誕
生
を
意
味
し
、
新
た
な
政
治
体
制
の
始
ま
り
と
目
さ
れ
る
。
秀
吉
聖
徒
の
ひ
と
月
後
に
は
、
所
司
代
の
玄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

以
が
聚
楽
第
に
移
る
な
ど
、
秀
吉
周
辺
を
含
ん
だ
政
務
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
生
じ
た
可
能
性
が
高
く
、
奉
行
に
よ
る
訴
訟
対
応
の
開
始
も
そ

の
一
環
と
見
倣
せ
よ
う
。
そ
し
て
、
訴
人
（
受
益
者
）
側
に
お
け
る
最
高
裁
慰
者
へ
の
期
待
の
高
ま
り
が
訴
訟
の
増
加
を
後
押
し
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
役
割
を
集
っ
た
の
が
奉
行
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
室
町
幕
府
に
お
い
て
、
訴
訟
対
応
を
行
っ
て
い
た
の
は
幕
府
奉

行
衆
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
室
町
以
来
の
奉
行
人
は
、
織
田
段
階
に
お
い
て
一
部
は
明
智
光
秀
の
配
下
に
つ
い
た
も
の
の
、
京
都
周
辺
の
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
は
携
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
豊
臣
政
権
に
は
ほ
と
ん
ど
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
段
階
で
政
権

側
に
お
い
て
訴
訟
に
対
応
で
き
る
人
員
を
選
定
す
る
場
合
、
給
人
や
代
官
と
し
て
出
訴
に
対
応
し
て
き
た
経
験
を
有
し
、
秀
吉
の
側
近
く
に
い

る
奉
行
が
そ
の
任
に
あ
た
る
の
が
適
切
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
奉
行
ら
の
限
界

　
前
節
か
ら
、
奉
行
ら
の
訴
訟
対
応
は
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
体
制
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
戦
国
期
の
専
修
寺
は
、
応
真
と
真
智
の
法
系
が
互
い
に
対
立
を
続
け
て
い
た
。
豊
臣
期
に
は
、
一
身
田
尭
真
が
下
野
国
高
田
専
修
寺
の
住
持

職
を
認
め
ら
れ
、
秀
吉
朱
印
状
を
獲
得
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
天
正
十
七
年
（
～
五
八
九
）
、
越
前
熊
坂
専
修
寺
（
後
の
法
運
寺
）
の
空
恵

は
、
尭
真
の
門
徒
押
領
を
政
権
に
訴
え
た
。
政
権
側
で
は
石
田
三
成
が
対
応
し
、
保
護
を
約
束
す
る
見
返
り
に
、
関
東
・
奥
州
へ
の
使
僧
と
し

56　（340）



豊臣政権の訴訟対応（谷）

て
朱
印
状
を
届
け
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
の
命
令
を
全
う
し
た
平
冠
は
、
在
京
し
て
自
ら
の
訴
訟
の
裁
定
と
朱
印
状
の
発
給
を
求
め
た
が
、
肝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

心
の
三
成
は
天
正
十
八
年
末
に
「
奥
州
へ
御
陣
立
」
し
て
し
ま
い
、
訴
訟
が
「
遅
々
迷
惑
」
で
あ
る
窮
状
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
奉

行
の
不
在
は
訴
訟
の
遅
延
に
よ
る
在
京
費
用
の
負
担
増
大
や
状
況
の
悪
化
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
訴
訟
対
応
の
中
核
に
あ
っ
た
増
田
長
言
は
、
小
田
原
攻
め
の
際
に
は
秀
吉
に
従
い
、
天
正
十
八
年
三
月
に
は
出
陣
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
彼
は
、
小
田
原
落
城
後
も
下
野
・
常
陸
・
安
房
の
仕
置
を
行
っ
て
お
り
、
帰
京
し
た
の
は
十
一
月
頃
の
よ
う
で
あ
る
。
同
様
に
、
浅
野

長
吉
や
石
田
三
成
も
、
小
田
原
攻
め
に
従
っ
た
後
、
奥
州
仕
置
に
あ
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
終
え
た
十
月
頃
に
は
帰
京
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
直
後
に
葛
西
・
大
崎
一
揆
に
対
処
す
る
た
め
に
出
発
し
、
石
田
は
翌
年
二
月
頃
、
奥
州
再
仕
置
ま
で
携
わ
っ
た
浅
野
は
十
二
月
頃
に
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
く
帰
京
し
て
い
る
。
出
陣
以
外
に
も
、
浅
野
が
肥
後
一
揆
の
後
処
理
と
検
地
を
行
う
た
め
に
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
二
月
に
離
京
し
、

五
月
頃
に
戻
っ
た
例
も
あ
る
。
奉
行
ら
は
多
様
な
任
務
を
与
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
上
方
に
居
所
を
固
定
し
て
訴
訟
に
常
時
対
応
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
当
時
の
彼
ら
は
、
知
音
や
利
害
関
係
に
よ
り
、
自
ら
が
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
点
も
考
慮
に
入

れ
る
必
要
が
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
天
正
十
七
年
の
鞍
馬
相
論
に
触
れ
て
み
た
い
。
伊
藤
真
昭
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
鞍
馬
相
論
は
次
の
よ
う

に
推
移
し
た
。
天
正
十
五
年
、
山
城
国
山
林
の
蔵
入
地
化
に
際
し
て
、
鞍
馬
寺
は
玄
以
よ
り
境
内
の
山
林
を
免
除
さ
れ
た
。
二
年
後
、
大
政
所

の
病
気
平
癒
の
立
願
の
た
め
に
政
権
か
ら
大
寺
社
に
米
が
遣
わ
さ
れ
、
造
営
を
急
ぐ
よ
う
、
秀
吉
と
担
当
の
奉
行
で
あ
る
増
田
と
浅
野
の
両
名

か
ら
命
令
が
下
さ
れ
た
。
鞍
馬
寺
で
は
寺
内
の
山
林
伐
採
の
人
足
役
を
め
ぐ
っ
て
郷
内
帯
が
寺
僧
衆
に
反
発
、
増
田
と
浅
野
を
頼
っ
て
訴
訟
を

起
こ
し
、
対
す
る
寺
僧
衆
は
古
老
を
後
ろ
盾
と
し
た
。
双
方
の
対
立
は
最
終
的
に
は
秀
吉
の
直
裁
に
ま
で
お
よ
び
、
御
前
で
増
田
・
浅
野
と
玄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

以
の
公
事
が
行
わ
れ
、
墨
筆
が
勝
訴
し
た
。
す
な
わ
ち
、
寺
社
と
百
姓
間
の
出
入
が
奉
行
同
士
の
相
論
に
ま
で
発
展
し
、
秀
吉
の
直
裁
や
秀
長

の
伸
裁
で
な
け
れ
ば
収
ま
ら
な
い
事
態
が
実
際
に
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
問
題
の
こ
の
よ
う
な
表
出
の
仕
方
は
、
こ
の
段
階
の
奉
行
ら
が
、

訴
訟
に
関
す
る
意
見
調
整
の
場
（
寄
合
な
ど
）
を
有
し
な
い
た
め
に
、
依
頼
者
（
増
田
は
村
落
、
玄
以
は
寺
社
）
の
利
便
を
図
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
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「
公
儀
」
の
裁
定
者
と
し
て
の
立
場
を
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
勝
訴
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
相
論
を

表
向
き
の
理
由
と
し
て
玄
以
が
所
司
代
を
上
表
し
よ
う
と
し
た
（
実
際
に
は
洛
中
の
地
子
銭
の
過
剰
取
得
が
原
因
と
噂
さ
れ
た
）
よ
う
に
、
奉
行
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
相
論
は
人
目
を
ひ
き
、
責
任
問
題
に
直
結
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

①
本
稿
で
い
う
奉
行
と
は
、
政
権
申
枢
に
あ
っ
た
長
束
正
家
・
増
田
長
盛
・
石
田

　
三
成
・
浅
野
長
古
（
長
政
〉
・
民
部
卿
法
印
（
徳
善
院
）
玄
以
ら
を
指
す
。

②
幅
山
昭
「
幕
藩
体
鯛
の
成
立
と
水
利
秩
序
」
（
同
轍
噸
近
世
日
本
の
水
利
と
地

　
域
一
淀
川
地
域
を
中
心
に
！
㎞
雄
山
閣
、
二
〇
〇
三
年
、
初
幽
一
九
八
○

　
年
）
。
石
原
佳
子
「
近
世
水
利
組
織
と
村
落
i
淀
川
右
岸
中
流
域
三
ヶ
牧
組
四

　
ヶ
村
を
申
心
に
i
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
　
一
〇
一
、
一
九
八
三
年
）
。

③
天
正
十
三
年
七
月
二
日
付
中
想
秀
政
書
状
（
「
観
世
重
九
郎
家
文
庫
文
書
」

　
㎎
大
日
本
史
料
㎞
第
十
一
編
二
十
六
）
。

④
天
正
十
六
年
四
月
十
四
日
付
鳥
養
惣
中
三
豪
農
水
利
申
合
条
々
（
「
高
槻
市

　
役
所
所
蔵
文
書
」
咽
高
槻
市
史
』
第
三
巻
）
。
な
お
、
本
文
書
中
で
、
両
村
が
安
威

　
の
発
給
文
書
の
効
力
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
地
域
の
統
治
に
関
与
し

　
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

⑤
天
正
十
六
年
閏
五
月
十
一
潤
付
増
田
・
石
田
連
署
状
写
（
「
葉
間
家
文
書
」

　
欄
神
安
水
利
史
㎞
史
料
編
上
）
。

⑥
　
天
正
十
五
年
九
月
二
十
八
日
付
　
秀
吉
蔵
入
地
目
録
（
「
芦
浦
観
音
毒
文
書
」

　
州
草
津
市
史
資
料
集
六
芦
浦
観
音
寺
㎞
四
二
号
）
。
同
年
四
月
十
五
B
付
　
同
朱

　
印
状
（
隅
妙
法
院
史
料
』
五
）
な
ど
。

⑦
（
天
正
十
九
年
）
六
月
二
十
七
日
付
玄
以
書
状
（
「
前
田
家
所
蔵
文
書
」
東
京

　
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
）
。

⑧
藤
田
恒
春
校
訂
『
増
補
駒
井
日
記
』
文
禄
二
年
閏
九
月
二
十
五
日
条
。

⑨
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
藤
木
久
志
「
村
の
越
訴
」
（
前
掲
同
著
『
村
と
領
主
の

　
戦
国
世
界
一
、
初
出
一
九
入
七
年
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑩
拙
稿
「
豊
臣
政
権
の
算
用
体
制
」
（
『
史
学
雑
誌
㎞
＝
コ
ニ
ー
一
二
、
二
〇
一
四

　
年
）
参
照
。

⑪
伊
藤
前
掲
「
所
潤
代
の
職
掌
」
。

⑫
（
文
禄
三
年
ヵ
）
二
月
朔
日
付
長
束
・
増
田
連
署
状
（
「
等
持
院
文
書
」
東
京

　
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
）
。

⑬
（
年
不
詳
）
十
月
十
三
日
付
秀
吉
書
状
（
「
己
高
山
中
世
文
書
」
『
己
高
山
中

　
世
文
書
調
査
報
告
書
㎞
、
以
下
「
己
」
）
な
ど
。

⑭
（
年
不
詳
）
入
月
二
十
三
日
付
増
田
・
浅
野
連
署
状
（
「
己
」
）
。
（
年
不
詳
）

　
九
月
二
日
付
　
同
連
署
状
（
同
上
）
。
（
年
不
詳
）
十
月
十
八
日
付
　
同
連
署
状

　
（
同
上
）
。
こ
れ
ら
の
発
給
年
次
は
天
正
十
四
年
～
十
七
年
の
間
と
推
測
さ
れ
る
。

⑮
（
天
正
十
八
年
目
十
二
月
二
十
一
B
付
増
田
・
長
束
連
署
状
（
「
西
楽
寺
文

　
書
」
欄
静
岡
県
史
料
㎞
第
四
輯
）
。
（
同
十
九
年
）
閏
正
月
二
日
付
　
岡
連
署
状

　
（
「
鴨
江
註
文
書
」
咽
同
』
第
五
輯
）
。

⑯
朝
尾
直
弘
「
京
都
所
司
代
」
（
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
』
第
六
巻
、
二
〇
〇
四
年
。

　
初
出
一
九
六
九
年
置
。
た
だ
し
、
同
時
に
所
司
代
が
成
立
し
た
と
す
る
見
解
に
つ

　
い
て
は
、
伊
藤
真
昭
門
所
司
代
の
成
立
」
（
前
掲
同
著
『
京
都
の
寺
社
と
豊
臣
政

　
権
』
、
初
出
～
九
九
七
年
）
や
遠
藤
珠
紀
門
消
え
た
前
田
玄
以
」
（
山
本
博
文
ら
編

　
『
偽
り
の
秀
吉
像
を
打
ち
壊
す
』
柏
書
房
、
二
〇
＝
二
年
）
な
ど
に
よ
り
、
否
定

　
さ
れ
て
い
る
。

⑰
天
正
十
五
年
十
二
月
三
日
付
で
丹
波
国
桑
田
郡
弓
削
山
相
論
を
長
束
・
増
田
が

　
裁
定
し
た
文
書
の
写
（
「
上
場
山
村
区
有
文
書
」
『
北
桑
田
郡
誌
』
近
代
篇
）
が
知

　
ら
れ
る
が
、
蓋
時
「
長
束
新
三
郎
」
と
名
乗
っ
て
い
た
は
ず
の
長
束
が
「
長
大
」
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と
記
さ
れ
て
お
り
、
年
号
や
差
出
に
疑
問
を
残
す
た
め
、
本
稿
で
は
採
用
し
な
か

　
つ
た
。

⑱
木
下
昌
規
「
織
田
権
力
の
京
都
支
配
」
（
戦
国
史
研
究
会
編
㎎
織
田
権
力
の
領

　
域
支
配
㎞
岩
田
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
。

⑲
（
年
月
日
不
詳
）
越
前
専
修
寺
言
上
状
案
（
「
越
前
法
雲
寺
文
書
」
『
真
宗
史
料

　
集
成
』
第
四
）
。

⑳
中
野
等
「
石
田
三
成
の
居
所
と
行
動
」
（
藤
井
譲
治
編
閑
織
豊
期
・
王
要
人
物
居

　
所
集
成
㎞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
。
相
田
文
三
「
浅
野
長
政
の
居
所
と
行

　
動
」
（
同
上
）
。

⑳
伊
藤
真
昭
「
豊
臣
政
権
に
お
け
る
寺
社
政
策
の
理
念
」
（
槻
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
七

　
六
口
万
、
二
〇
〇
一
年
）
。

⑫
　
『
多
聞
院
日
記
㎞
三
、
天
正
十
七
年
十
月
八
B
条
。

第
三
章
　
政
権
後
期
の
訴
訟
対
応

第
一
節
　
朝
鮮
出
兵
と
秀
次
事
件
の
波
紋

　
天
正
十
九
年
（
～
五
九
一
）
か
ら
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
か
け
て
の
朝
鮮
出
兵
期
は
、
政
権
が
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
時
期
で
あ
る
。
そ

の
要
因
を
考
え
る
際
に
留
意
す
べ
き
事
項
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
と
り
わ
け
在
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
太
閤
検
地
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

検
地
は
境
目
の
確
定
や
入
組
の
整
理
を
喧
伝
し
て
実
施
さ
れ
た
が
、
村
切
や
山
野
河
海
の
帰
属
を
め
ぐ
る
対
立
を
引
き
起
こ
す
側
面
を
も
有
し

て
い
る
。
統
｝
基
準
に
よ
る
総
検
地
が
畿
内
・
近
国
に
お
い
て
全
面
的
に
実
施
さ
れ
た
の
が
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
権
自
体
の
問
題

と
し
て
は
、
秀
次
事
件
を
考
慮
に
入
れ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
事
件
は
周
知
の
通
り
、
政
権
が
経
験
し
た
最
大
の
政
変
で
あ
っ
た
。
よ

っ
て
、
以
下
で
は
、
検
地
や
政
変
に
関
す
る
訴
訟
を
軸
に
そ
の
対
処
法
と
当
該
期
の
政
治
過
程
を
確
認
し
た
い
。

豊臣政権の訴訟対応（谷）

（
t
）
　
天
正
十
九
年
検
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
天
正
十
九
年
に
は
、
御
前
帳
作
成
と
石
高
制
に
よ
る
軍
役
体
系
の
全
国
的
編
成
を
目
的
と
し
た
検
地
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
関
連
史

料
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
近
江
の
検
地
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
近
江
検
地
は
同
年
閏
正
月
か
ら
開
始
さ
れ
て
四
月
頃
に
は
終
了
し
、
点
し
い

領
主
や
代
官
が
決
定
さ
れ
た
。
検
地
奉
行
は
、
長
束
・
増
田
を
は
じ
め
と
し
、
小
野
木
重
次
・
早
川
長
政
・
牧
村
利
貞
・
宮
木
浮
雲
・
加
須
屋
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（
糟
屋
）
武
則
・
片
桐
久
盛
（
貞
隆
）
・
矢
嶋
（
八
島
）
久
兵
衛
・
吉
田
政
盛
の
山
名
で
あ
っ
た
。

　
村
落
側
で
は
検
地
に
先
立
っ
て
、
草
場
や
山
畠
な
ど
の
入
会
地
に
お
い
て
境
目
争
い
が
起
き
な
い
よ
う
に
互
い
に
確
認
を
行
い
、
嚢
中
・
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

分
と
し
て
一
札
を
取
り
交
わ
し
て
い
た
。
検
地
施
行
後
に
出
入
が
発
生
し
た
際
で
も
内
済
が
行
わ
れ
、
旧
来
の
境
目
を
確
認
す
る
証
文
を
交
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
い
る
事
例
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ま
た
、
以
前
の
近
江
検
地
の
際
に
は
、
百
姓
ら
の
反
発
や
抵
抗
が
強
か
っ
た
。
自
ら
の
要
求
が
通
ら
な
い
場
合
は
逃
散
も
辞
さ
な
い
と
の
置

文
を
定
め
て
結
束
を
固
め
た
村
落
に
対
し
て
、
政
権
側
は
境
界
の
ご
ま
か
し
、
お
よ
び
給
入
や
下
代
と
の
癒
着
や
隠
田
な
ど
を
行
わ
な
い
旨
の

起
請
文
を
提
出
さ
せ
た
。
し
か
し
、
施
行
後
に
検
地
漏
れ
が
発
覚
し
、
再
度
検
地
が
行
わ
れ
た
結
果
、
「
百
姓
等
過
半
逃
散
」
と
い
わ
れ
る
あ

り
様
で
、
年
貢
未
納
が
相
次
ぎ
、
荒
地
が
所
々
に
発
生
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
教
訓
と
し
て
、
天
正
十
九
年
検
地
に
際
し
て
は
、
政
権
側
も
出
来
る
限
り
在
地
に
混
乱
を
き
た
さ
な
い
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
し
て

　
⑤い

た
。
検
地
奉
行
は
地
域
の
事
情
通
を
探
さ
せ
、
絵
図
に
村
を
書
き
付
け
さ
せ
た
う
え
で
検
地
に
臨
ん
だ
。
検
地
施
行
後
も
、
耕
作
と
年
貢
納

所
を
約
す
る
百
姓
の
誓
紙
を
提
出
さ
せ
る
と
と
も
に
、
墨
入
や
代
官
に
よ
る
非
分
課
役
が
あ
れ
ば
通
報
せ
よ
と
出
訴
の
保
障
を
し
、
損
免
や
荒

地
・
失
人
へ
の
規
定
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
百
姓
の
定
心
と
勧
農
を
推
し
進
め
た
。

　
そ
れ
で
も
、
検
地
に
伴
う
相
論
は
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
先
の
例
の
よ
う
に
内
済
で
解
決
で
き
な
い
場
合
、
検
地
奉
行
が
そ
の
仲

　
　
　
　
⑥

裁
を
行
っ
た
。
野
洲
郡
の
赤
野
井
村
と
矢
嶋
村
の
間
で
は
境
目
争
い
が
生
じ
、
奉
行
の
片
桐
と
小
野
木
が
直
に
境
を
定
め
、
草
場
に
つ
い
て
は

従
来
の
慣
行
通
り
に
刈
り
取
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
東
浅
井
郡
の
青
名
村
・
八
日
市
村
と
中
野
村
が
起
こ
し
た
井
水
相
論
で
は
、
検
地
奉
行
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

名
の
連
署
で
裁
定
が
下
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
事
例
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
規
通
り
の
裁
定
を
伝
え
る
検
地
奉
行
衆
の
連
署
状
の

添
状
を
発
給
し
た
の
が
「
長
東
急
黒
川
久
左
衛
門
」
と
「
増
田
内
高
田
小
左
衛
門
」
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
検
地
奉
行
の
中
で
も
、

以
前
か
ら
政
権
の
訴
訟
裁
定
に
関
与
し
て
い
た
長
束
と
増
田
の
両
名
が
実
際
の
審
理
・
裁
定
を
主
導
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
朝
鮮
出
兵
の
計
画
が
具
体
的
な
形
を
な
す
頃
に
な
る
と
、
訴
訟
対
応
の
様
相
に
も
変
化
が
生
じ
え
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
秀
吉
の
発
給
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文
書
に
関
し
て
、
朝
鮮
出
兵
以
降
、
出
兵
関
係
文
書
の
比
重
が
高
ま
る
と
い
う
三
鬼
清
一
郎
氏
の
指
摘
に
加
え
、
天
正
末
を
境
と
し
て
宛
行
の

保
証
・
所
領
安
堵
・
禁
制
・
役
免
除
と
い
っ
た
受
益
者
側
の
申
請
に
応
じ
た
文
書
が
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
、
政
策
的
に
一
斉
頒
布
さ
れ
る
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
文
書
が
主
要
と
な
っ
た
と
い
う
山
室
恭
子
氏
の
分
析
が
あ
る
。
こ
の
変
化
は
受
益
者
側
の
働
き
か
け
が
強
い
訴
訟
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
り
、

そ
れ
以
前
は
前
章
ま
で
に
み
た
よ
う
に
、
秀
吉
の
直
裁
が
行
わ
れ
る
例
も
あ
っ
た
が
、
文
禄
期
以
降
、
秀
吉
自
身
の
訴
訟
へ
の
関
与
の
形
跡
が

文
書
か
ら
は
見
え
な
く
な
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
訴
訟
を
担
当
し
て
い
た
増
田
を
中
心
と
す
る
奉
行
に
よ
る
訴
訟
対
応
体
制
が
固
定

化
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
朝
鮮
出
兵
に
あ
た
っ
て
は
彼
ら
自
身
も
名
護
屋
や
朝
鮮
に
出
陣
し

た
た
め
、
中
央
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
長
束
・
増
田
・
石
田
・
浅
野
の
四
者
は
天
正
二
十
年
（
～
五
九
二
）
三
月
に
は
上
方
を

発
し
、
長
束
は
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
八
月
頃
、
そ
の
他
は
同
年
九
月
か
閏
九
月
頃
に
帰
陣
す
る
ま
で
、
一
年
半
ば
か
り
上
方
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
い
た
。
中
央
に
残
っ
て
政
務
を
担
当
し
た
の
は
所
司
代
の
玄
以
と
関
白
の
秀
次
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
玄
以
も
文
禄
二
年
正
月
か
ら
八
月
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

間
は
離
京
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
間
、
訴
訟
対
応
も
主
に
秀
次
周
辺
が
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

豊臣政権の訴訟対応（谷）

（
2
）
　
文
禄
三
年
検
地

　
秀
吉
や
奉
行
ら
の
帰
還
後
の
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
、
全
国
規
模
の
検
地
が
計
画
さ
れ
、
畿
内
周
辺
で
は
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
伊
勢
な
ど

に
お
い
て
、
中
央
か
ら
の
検
地
奉
行
派
遣
型
の
大
規
模
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
文
禄
三
年
検
地
に
際
し
て
も
村
落
間
相
論
が
持
ち
上
が
り
、
検
地
奉
行
が
対
処
し
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
摂
津
と
播
磨
の
国
境
に
位

置
す
る
多
井
畑
村
と
東
垂
水
村
・
西
垂
水
村
・
下
畑
村
の
間
で
は
、
田
畑
の
境
目
に
つ
い
て
先
例
の
確
認
が
行
わ
れ
、
検
地
奉
行
の
秋
野
治
部

卿
に
請
文
が
提
出
さ
れ
た
。
第
二
等
温
｝
節
で
み
た
摂
津
国
鳥
養
村
は
、
淀
川
沿
い
の
葭
地
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
嶋
村
と
相
論
を
起
こ
し
、
検

地
奉
行
の
浅
野
長
吉
が
裁
定
を
行
っ
た
。
浅
野
は
、
葭
地
が
領
内
で
あ
る
と
い
う
嶋
村
の
主
張
よ
り
も
、
旧
来
の
葭
刈
慣
行
を
重
視
し
て
、
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

養
村
の
勝
訴
と
省
電
納
入
を
当
時
の
嶋
村
の
領
主
で
あ
る
有
馬
則
頼
に
言
い
渡
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
当
該
の
飯
浦
が
有
馬
か
ら
政
権
に
納
め
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⑫

ら
れ
て
お
り
、
岡
村
に
よ
る
葭
場
利
用
は
継
続
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
文
禄
二
年
八
月
に
帰
陣
し
た
秀
吉
は
以
降
、
伏
見
と
大
坂
を
行
き
来
し
、
両
城
の
普
請
を
急
が
せ
た
。
そ
し
て
、
検
地
施
行
と
時
を
岡
じ
く

し
て
文
禄
三
年
九
月
に
伏
見
に
移
無
し
た
後
に
は
、
大
坂
や
京
都
に
赴
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
短
期
間
の
滞
在
に
と
ど
ま
り
、
基
本
は
伏
見
を
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

所
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
奉
行
も
こ
の
前
後
か
ら
伏
見
を
主
要
な
活
動
拠
点
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
か

ら
十
ヵ
月
余
が
経
っ
た
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
七
月
に
秀
次
事
件
が
発
生
す
る
。
こ
の
事
件
と
並
行
し
て
、
播
磨
寒
心
西
郡
の
殿
原
村
と
篠

倉
村
の
相
論
が
生
じ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
相
論
の
様
子
を
糸
口
に
、
訴
訟
対
応
に
お
け
る
事
件
の
影
響
を
考
え
て
み
よ
う
。

（
3
）
　
秀
次
事
件
の
影
響

　
加
古
川
水
系
の
万
願
寺
川
中
流
域
に
存
在
す
る
殿
原
村
は
、
し
ば
し
ば
周
辺
村
落
と
の
間
に
量
水
相
論
を
起
こ
し
て
い
た
。
天
正
十
八
年

掛一

ﾜ
九
〇
）
に
は
南
東
（
下
流
）
の
中
富
村
と
の
相
論
が
起
こ
り
、
殿
原
村
の
領
主
で
あ
る
速
水
守
久
と
中
富
村
の
代
官
衆
と
見
ら
れ
る
伊
藤

長
次
・
佐
々
成
治
ら
が
申
し
定
め
、
水
の
引
き
入
れ
の
割
合
を
決
定
し
て
い
る
。
｝
方
、
殿
原
村
・
中
富
村
の
西
対
岸
に
位
置
す
る
篠
倉
村
で

は
、
領
主
の
木
下
吉
隆
が
堤
の
普
請
と
、
年
貢
未
進
の
追
及
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
地
域
に
お
い
て
、
用
水
の
確
保
は
極
め
て
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
殿
原
村
と
篠
倉
村
の
繕
事
に
相
論
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
、
文
禄
四
年
中
頃
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
七
月
二
十
一
日
、
両
懸
の
仲
裁
に
入
っ
た
秀
吉
家
臣
の
蒔
田
正
次
は
、
「
井
水
之
儀
、
時
分
柄
之
事
候
問
、
先
外
地
へ
か
・
り
事
様
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

我
等
申
付
、
つ
か
せ
可
申
候
、
せ
ん
さ
く
薄
儀
ハ
、
追
而
遂
糺
明
可
相
重
囲
」
と
篠
倉
村
の
百
姓
中
に
伝
え
て
い
る
。
秀
次
が
切
腹
し
た
の
は

わ
ず
か
数
日
前
の
七
月
十
五
日
で
あ
り
、
当
の
木
下
吉
隆
も
事
件
の
渦
中
で
失
脚
し
、
流
罪
と
な
る
。
か
か
る
事
情
の
も
と
、
水
論
の
穿
墾
や

糺
明
は
先
送
り
と
さ
れ
、
稲
穂
が
育
ち
つ
つ
あ
る
田
地
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
用
水
を
確
保
し
、
収
穫
へ
と
こ
ぎ
つ
け
る
よ
う
な
誘
導

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
秀
次
事
件
の
余
波
は
右
の
よ
う
な
関
係
者
を
含
む
訴
訟
対
応
の
一
時
的
な
遅
滞
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
第
　
に
、
秀
次
周
辺
が
担
っ
て
い
た
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訴
訟
対
応
機
能
が
解
体
し
、
政
権
の
訴
訟
窓
口
は
秀
吉
周
辺
に
統
一
さ
れ
た
。
む
ろ
ん
、
秀
吉
は
自
ら
訴
訟
を
裁
く
こ
と
が
な
く
な
っ
て
お
り
、

そ
の
対
応
を
行
う
の
は
奉
行
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
第
二
に
、
秀
次
事
件
後
、
旧
秀
次
領
を
巻
き
込
ん
で
大
規
模
な
所
領
の
配
置
転
換
が

な
さ
れ
、
石
田
三
成
は
近
江
佐
和
山
城
、
玄
以
は
丹
波
亀
山
城
、
増
田
長
盛
は
大
和
郡
山
城
、
長
束
正
家
は
近
江
水
口
城
と
い
う
よ
う
に
、
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

行
ら
は
畿
内
・
近
国
に
城
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
付
属
す
る
広
域
な
所
領
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
奉
行
ら
は
不
安
定
な
立
場

を
脱
し
、
政
権
に
お
け
る
彼
ら
の
位
置
づ
け
に
も
変
化
が
生
じ
え
た
と
想
定
で
き
る
。
次
に
、
本
節
で
追
っ
た
政
治
過
程
を
前
提
と
し
な
が
ら
、

再
び
奉
行
が
連
署
発
給
し
た
訴
訟
裁
定
文
書
に
立
ち
戻
っ
て
、
文
禄
・
慶
長
期
の
対
応
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

第
二
節
　
文
禄
・
慶
長
期
の
訴
訟
処
理
体
制

豊臣政権の訴訟対応（谷）

　
本
節
で
は
文
禄
末
期
か
ら
慶
長
初
期
に
か
け
て
の
い
く
つ
か
の
相
論
裁
定
の
事
例
を
挙
げ
、
こ
の
時
期
の
政
権
に
よ
る
訴
訟
対
応
の
様
相
に

迫
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
摂
津
国
嶋
下
郡
福
井
村
は
、
背
後
に
あ
る
福
井
山
（
国
見
山
）
を
め
ぐ
っ
て
北
方
の
五
ヶ
庄
と
草
刈
場
相
論
を
起
こ
し
て
い
た
。
訴
訟
は
近

隣
の
茨
木
城
主
の
河
尻
婦
長
に
持
ち
込
ま
れ
た
が
、
河
尻
は
中
央
に
裁
定
を
依
頼
し
た
。
そ
れ
に
対
応
し
た
の
は
、
増
田
・
長
束
・
石
田
で
あ

り
、
窓
ロ
は
増
田
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
奉
行
ら
は
九
月
十
二
日
、
河
尻
と
福
井
村
に
裁
定
を
通
達
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
草
刈
場
は
五

ヶ
庄
領
内
で
は
あ
る
も
の
の
、
前
々
か
ら
山
手
銭
を
出
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
福
井
村
の
草
刈
の
権
利
を
認
め
て
い
る
。
前
節
の
事
例
同

様
、
村
域
よ
り
も
従
来
の
用
益
慣
行
を
重
視
し
た
裁
定
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
伊
勢
講
度
会
郡
有
滝
村
は
、
外
城
田
川
が
伊
勢
湾
に
流
れ
込
む
河
口
左
岸
に
あ
た
る
。
鰯
漁
が
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
網
場
を
め
ぐ
っ
て
西
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
村
松
村
と
相
論
が
勃
発
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
領
主
は
、
有
滝
村
が
志
水
宗
明
、
村
松
村
が
日
根
野
弘
就
で
あ
り
、
相
論
の
裁

定
を
日
根
野
に
伝
え
る
書
状
は
、
長
束
と
増
田
の
両
者
が
発
給
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
寛
永
期
に
再
度
問
題
化
し
た
時
の
訴
陳
状
に
よ
る
と
、

事
情
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
日
根
野
の
権
勢
を
背
景
に
し
て
、
村
松
村
が
領
海
を
越
え
て
網
引
を
し
、
そ
れ
に
対
し
て
有
滝
村
が
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網
を
取
っ
た
た
め
に
、
村
松
側
が
政
権
に
目
安
を
提
出
し
た
。
両
村
の
百
姓
は
伏
見
に
召
喚
さ
れ
、
長
束
・
増
田
・
玄
以
が
審
理
・
裁
定
を
行

っ
た
結
果
、
先
例
通
り
に
有
滝
村
が
勝
訴
し
た
と
い
う
。
よ
っ
て
、
裁
定
を
伝
達
し
た
の
は
長
束
と
増
田
の
両
人
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
審
理

に
は
玄
以
を
加
え
た
三
名
で
あ
た
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
れ
と
類
似
す
る
事
例
と
し
て
、
近
江
国
高
島
郡
饗
庭
庄
と
善
積
庄
の
無
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
高
島
郡
の
中
央
湖
岸
部
に
位
置
す
る
饗
庭
庄

は
、
西
部
に
広
が
る
山
野
を
め
ぐ
っ
て
、
北
方
の
善
積
庄
と
古
く
か
ら
境
目
争
い
を
続
け
て
い
た
。
豊
臣
期
に
か
か
る
も
の
と
し
て
は
、
現
在
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

次
の
文
書
が
当
地
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磯
野
員
昌
）

　
今
度
饗
庭
与
善
積
井
北
古
賀
、
山
輝
国
出
入
之
儀
同
軸
遂
糺
明
候
之
処
、
従
饗
庭
山
門
之
書
物
・
磯
丹
波
守
折
紙
明
鏡
之
上
者
、
如
先
規
申
付
候
也
、

　
　
　
　
慶
長
二
年

　
　
　
　
　
　
九
月
廿
五
日
　
玄
以
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
饗
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
中

　
こ
れ
に
よ
る
と
本
相
論
は
、
善
積
だ
け
で
な
く
、
饗
庭
の
南
方
の
北
古
賀
庄
を
も
巻
き
込
ん
だ
形
で
展
開
し
て
い
た
。
玄
以
の
裁
定
の
結
果
、

証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
「
山
門
之
書
物
」
と
「
磯
丹
波
守
折
紙
」
に
よ
っ
て
、
先
規
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
認
め
ら
れ
た
先
規
と
は
、

建
保
四
年
目
一
二
一
六
）
に
駅
止
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
饗
庭
（
木
津
庄
）
の
四
至
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
の
山
門
に
よ

る
裁
許
や
、
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
の
磯
野
員
昌
に
よ
る
裁
許
も
、
そ
れ
を
再
度
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
史
料
だ
け
を
見
れ
ば
、
玄
以
が
単
独
で
本
相
論
を
処
理
し
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
左
の
文
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
（
饗
〉

　
善
積
二
者
愛
庭
早
算
之
草
山
見
せ
二
遣
候
へ
者
、
貴
殿
百
姓
駆
通
無
相
違
様
継
承
理
由
、
不
及
対
決
候
、
則
擦
者
遣
候
条
、
自
其
方
人
翼
成
御
添
、
従
前
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
龍
田
利
家
）

　
有
来
境
石
之
通
二
塚
を
御
つ
か
せ
可
被
成
候
、
右
脚
通
、
宜
大
下
畑
様
江
可
被
仰
上
半
、
潮
煙
申
入
候
、
恐
々
以
外
、

　
　
　
九
月
十
一
巳
　
長
束
大
蔵
　
名
判
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豊臣政権の訴訟対応（谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
増
田
右
衛
門
　
名
判

　
　
　
　
　
　
　
　
徳
善
院
　
名
判

　
　
　
　
　
　
奥
村
伊
与
殿

　
宛
名
の
「
奥
村
伊
与
」
は
、
奥
村
永
福
で
あ
ろ
う
。
奥
村
は
前
田
利
家
の
家
老
で
あ
る
か
ら
、
文
中
の
「
大
納
言
様
」
は
利
家
そ
の
人
を
指

す
。
利
家
が
権
大
納
言
に
叙
任
し
た
の
は
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
五
月
で
あ
り
、
慶
長
一
一
年
（
一
五
九
七
）
正
月
に
辞
し
て
い
る
か
ら
、
本
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
れ
ば
慶
長
元
年
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
利
家
は
「
加
賀
大
納
言
」
と
称
し
て
お
り
、
利
家
生
前
の
慶
長
元
年
か
ら
三
年

ま
で
の
い
ず
れ
か
の
年
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
の
玄
以
裁
許
状
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
慶
長
二
年
の
可
能
性
が
高
い
。
で
は
、

な
ぜ
本
相
論
に
利
家
が
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
饗
庭
・
善
積
両
庄
は
か
つ
て
共
に
蔵
入
地
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
善
積
庄
は
「
九

百
弐
拾
八
石
四
升
　
善
積
庄
／
今
津
勢
浜
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
禄
四
年
に
利
家
に
宛
行
わ
れ
た
「
今
津
西
濱
」
の
知
行
高
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
九
百
二
拾
八
石
四
升
」
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
同
じ
土
地
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
善
積
庄
は
前
田
領
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
奉
行
ら
に
よ
る
本
相
論
の
処
理
過
程
を
見
て
み
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
善
積
庄
の
百
姓
が
前
田
氏
を
頼
っ
て
訴
訟
を
起
こ
し
、
両
庄
の

百
姓
か
ら
政
権
に
訴
陳
状
が
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
奉
行
が
問
題
の
「
草
山
」
に
検
使
を
派
遣
し
た
と
こ
ろ
、
善
積

庄
の
百
姓
の
主
張
が
正
し
か
っ
た
た
め
、
両
庄
の
百
姓
を
召
喚
し
て
対
決
さ
せ
る
必
要
性
は
な
い
と
の
判
断
が
な
さ
れ
、
奉
行
の
使
者
に
前
田

側
の
使
者
を
添
え
て
、
従
来
通
り
の
境
界
を
再
確
認
し
て
塚
を
築
く
と
い
う
経
緯
を
辿
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
草
山
」
が
饗
庭
庄

内
で
あ
る
こ
と
は
以
前
の
裁
許
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
善
積
庄
の
百
姓
は
実
際
の
用
益
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
そ
の
裁
定
が
記
聞
単
独
の
署
判
で
饗
庭
村
に
下
さ
れ
た
理
由
は
、
玄
以
が
同
村
の
領
主
か
代
官
で
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
訴
訟
の
窓
口

で
あ
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
村
落
出
訴
に
対
し
て
は
、
三
三
の
奉
行
に
よ
る
審
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
同
様
の
事
例
と
し
て
は
、
摂
津
国
武

庫
郡
鳴
尾
村
と
瓦
林
村
の
相
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
に
も
、
長
束
・
増
田
・
翼
翼
の
三
三
の
奉
行
が
、
検
使
を
遣
わ
し
て
絵
図
を
作
成
し
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た
う
え
で
糺
明
を
行
い
、
鳴
尾
村
の
勝
訴
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
ま
た
、
慶
長
二
年
に
同
国
豊
島
郡
新
免
村
と
原
田
郷
と
の
問
に
桜
井
山
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
の
出
入
が
生
じ
た
際
に
は
、
長
束
・
増
田
・
石
田
の
三
名
が
裁
定
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
文
禄
末
か
ら
慶
長
初
期
に
か
け
て
の

時
期
に
は
、
伏
見
に
お
い
て
、
長
束
と
増
田
を
中
心
に
も
う
一
名
の
奉
行
が
加
わ
る
体
制
で
訴
訟
が
処
理
さ
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

事
例
を
総
括
す
る
と
、
該
当
村
落
か
ら
訴
陳
状
が
提
出
さ
れ
た
の
ち
、
検
分
を
含
む
審
理
を
行
い
、
対
決
を
経
た
う
え
で
裁
定
を
下
し
、
書
状

に
よ
る
伝
達
と
現
地
で
の
再
確
認
を
す
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
で
は
、
か
か
る
体
制
は
い
つ
頃
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
国
三
重
郡
水
沢
村
と
同
鈴
鹿
郡
大
久
保
村
の
議
論
に
お
い
て
は
、

文
禄
三
年
正
月
に
両
村
の
百
姓
が
領
主
に
連
れ
ら
れ
て
伏
見
へ
上
り
、
「
天
下
之
御
奉
行
」
の
石
田
・
長
束
・
増
田
に
目
安
を
提
出
し
、
「
天
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

之
御
評
定
」
で
対
決
が
行
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
狭
国
北
方
郡
日
向
浦
と
早
瀬
浦
の
網
場
相
論
で
は
、
領
主
の
浅
野
長
吉
に

訴
え
よ
う
と
上
京
し
た
と
こ
ろ
、
浅
野
氏
は
甲
斐
に
国
替
と
な
り
、
「
御
か
ま
い
な
き
」
と
伝
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
「
御
三
人
之
御
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

衆
」
に
訴
え
、
対
決
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
文
禄
三
年
三
月
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
文
禄
三
年
正
月
頃
ま
で
に
は
、
三
二
に
よ

る
訴
訟
対
応
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
前
節
で
は
、
政
権
の
内
部
構
造
を
考
え
る
際
に
、
天
正
十
九
年
以
降
の
朝
鮮
出
兵
、
文
禄
三
年
の
伏
見
城
へ
の
活
動
拠
点
の
移
転
、
文
禄
照

年
の
秀
次
事
件
が
そ
の
変
化
の
要
因
と
な
り
え
た
こ
と
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
訴
訟
対
応
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
う
ち
の
文
禄
三
年
の
伏

見
城
の
本
拠
化
こ
そ
が
三
豊
体
制
へ
の
画
期
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
後
に
は
城
内
に
お
い
て
奉
行
の
寄
合
が
瀾
始
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
こ
と
が
確
認
で
き
、
訴
訟
処
理
の
体
制
も
確
立
に
向
か
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
①
秋
澤
繁
門
太
閤
検
地
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
腕
十
｝
巻
近
世
一
、
岩
波
轡
店
、
　
③
天
正
十
九
年
四
月
十
七
日
付
箕
浦
ほ
か
四
ヶ
村
百
姓
ら
証
文
（
「
上
丹
生
文

　
　
一
九
九
三
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
」
『
新
修
彦
根
市
史
触
第
五
巻
、
史
料
編
古
代
中
世
）
。

　
②
天
正
十
九
年
三
月
五
日
付
池
田
・
今
田
居
・
小
林
村
冒
姓
ら
証
文
（
門
御
園
　

④
天
正
十
～
年
十
二
月
十
三
日
付
今
堀
惣
分
連
署
置
文
（
「
今
堀
日
吉
神
社
文

　
　
村
志
賀
氏
文
書
」
魍
近
江
神
崎
郡
雨
脚
㎞
上
）
。
同
年
同
月
十
五
日
付
　
西
破
村
惣
　
　
　
　
書
」
『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
四
六
八
号
）
。
（
同
十
三
年
）
三
月
十
九
日
付

　
　
中
証
文
（
「
三
津
屋
町
共
有
文
誉
」
『
八
日
市
語
史
』
第
六
巻
史
料
H
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
吉
朱
印
状
写
（
同
上
四
六
三
号
）
な
ど
。
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豊臣政権の訴訟対応（谷）

⑤
（
天
正
十
九
）
三
月
十
一
日
付
長
束
書
状
写
（
「
吉
川
三
左
衛
門
家
文
書
」

　
魍
新
修
彦
根
市
史
二
更
五
巻
、
史
料
編
古
代
中
世
）
。
（
同
年
）
四
月
一
日
付
　
早

　
川
長
政
書
状
（
コ
ニ
田
村
文
書
偏
『
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
』
第
四
巻
）
。
天
正
十

　
九
年
五
月
六
日
付
　
同
家
臣
掟
書
（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
両
所
蔵
「
川

　
崎
家
文
書
」
）
。

⑥
天
正
十
九
年
二
月
一
日
付
小
野
木
重
次
・
片
桐
久
盛
連
署
状
（
「
矢
島
共
有

　
文
書
に
つ
い
て
」
『
京
都
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
十
六
、
一
九
入
九
年
）
。
同
年

　
四
月
十
三
日
付
　
検
地
奉
行
衆
連
署
状
（
「
猪
飼
文
士
」
明
東
浅
井
郡
志
睡
巻
四
）
。

　
同
年
同
月
同
日
付
　
黒
州
成
正
・
商
田
一
之
連
署
状
（
同
上
）
。

⑦
こ
こ
で
い
う
「
先
規
」
は
、
天
正
十
七
年
の
秀
次
に
よ
る
裁
定
を
指
す
。
そ
れ

　
以
前
に
秀
吉
の
認
可
を
得
て
い
た
中
野
村
が
勝
訴
し
た
こ
の
事
例
も
「
喧
嘩
停

　
止
偏
の
一
例
に
数
え
ら
れ
る
が
、
本
論
で
そ
の
詳
細
を
検
討
す
る
用
意
は
な
い
。

　
た
だ
、
秀
次
領
に
お
け
る
「
喧
嘩
停
止
」
も
、
既
に
一
度
決
着
が
つ
い
た
後
に
、

　
そ
れ
を
遵
守
せ
ず
に
村
が
武
力
紛
争
を
起
こ
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
一
村
あ
た
り

　
皿
名
ず
つ
の
処
罰
者
を
課
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。

⑧
三
鬼
清
一
郎
「
豊
臣
秀
吉
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
（
続
）
」
（
『
名
古
屋
大

　
学
文
学
部
研
究
論
集
㎞
史
学
三
五
、
　
九
八
八
年
）
。
山
室
恭
子
㎎
中
世
の
な
か

　
に
生
ま
れ
た
近
世
㎞
吉
川
弘
文
館
、
～
九
九
一
年
。

⑨
　
こ
の
点
は
、
秀
吉
の
奉
行
に
よ
る
訴
訟
対
応
を
中
心
に
据
え
る
本
稿
の
課
題
の

　
外
に
あ
る
。
秀
次
周
辺
の
評
価
も
含
め
、
他
日
を
期
し
た
い
。

⑩
文
禄
三
年
九
月
十
一
日
付
摂
津
・
播
磨
今
流
鑑
定
書
請
文
（
「
多
井
畑
八
幡

　
神
社
文
書
」
『
兵
庫
』
史
料
編
制
世
一
）
。
（
同
年
）
同
月
二
十
八
日
付
　
浅
野
書

　
状
（
「
浅
野
史
蹟
顕
彰
会
所
蔵
文
書
扁
噸
一
編
～
宮
市
史
協
史
料
編
六
）
。

⑪
統
一
政
権
が
村
の
用
益
事
実
の
継
続
に
よ
る
山
野
河
海
の
占
有
を
先
例
と
し
て

　
追
認
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
藤
木
久
志
門
村
の
境
界
」
（
前
掲
同
著
『
村
と
領
主

　
の
戦
国
世
界
睡
、
初
出
～
九
八
七
年
）
参
照
。

⑫
慶
長
元
年
十
二
月
二
十
九
日
差
秀
吉
請
取
状
（
「
中
野
嘉
太
郎
氏
蒐
集
文
書
」

　
『
新
熊
本
市
田
鰍
史
料
編
第
三
巻
）
。

⑬
藤
井
譲
治
「
豊
臣
秀
吉
の
居
所
と
行
動
（
天
正
十
年
六
月
以
降
ご
論
織
豊
期

　
主
要
人
物
居
所
集
成
甑
）
。

⑭
天
正
十
八
年
七
月
工
士
二
日
付
代
官
衆
連
署
水
配
分
定
書
（
「
中
田
文
書
」

　
『
兵
庫
』
史
料
編
中
世
二
）
。
（
年
不
詳
）
二
月
九
日
付
　
木
下
吉
隆
書
状
（
「
長

　
浜
文
書
」
魍
兵
庫
㎞
史
料
編
中
世
二
）
。
本
文
書
は
、
木
下
の
名
乗
り
か
ら
文
禄
二

　
年
十
月
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

⑮
文
禄
四
年
七
月
二
十
一
日
付
蒔
田
正
次
書
状
（
「
長
浜
文
書
」
蝿
兵
庫
㎞
史
料

　
編
中
世
二
）
。

⑯
岩
澤
戯
著
「
山
城
・
近
江
に
お
け
る
豊
臣
氏
の
蔵
入
地
に
つ
い
て
」
（
噸
歴
史
学

　
研
究
』
二
八
八
、
一
九
六
四
年
）
。

⑰
（
年
不
詳
）
九
月
十
工
置
付
輩
下
秀
亀
町
増
田
・
長
束
・
石
田
連
署
状
写

　
（
㎎
福
井
村
沿
革
誌
旛
所
収
文
書
）
。
（
年
不
詳
）
同
月
同
日
付
　
福
井
村
宛
同
連

　
署
状
（
同
上
）
。
な
お
、
噸
福
井
村
沿
革
誌
㎞
は
本
文
書
の
発
給
年
次
を
文
禄
四
年

　
と
す
る
。

⑱
（
年
不
詳
）
十
月
十
三
B
付
長
束
・
増
田
連
署
状
（
「
村
松
町
自
治
会
文
害
」

　
『
三
重
県
史
』
近
世
一
）
。
発
給
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
根
野
弘
就
が
村
松

　
村
を
領
有
し
た
の
は
、
文
禄
四
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
降
と
考
え

　
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
有
滝
村
の
給
人
と
さ
れ
る
志
水
宗
明
は
秀
次
の
家
臣
で
あ
り
、

　
秀
次
事
件
後
に
は
所
領
を
没
収
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
相
論
の
対
象
で
あ
る
年

　
買
（
網
倉
）
を
蔵
入
と
す
る
裁
定
を
含
め
合
せ
る
と
、
伊
勢
が
所
領
改
替
期
に
あ

　
た
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
、
ひ
と
ま
ず
文
禄
四
年
の
発
給
と
推
測
し
て

　
お
く
。
本
相
論
に
つ
い
て
は
、
三
鬼
清
～
郎
「
在
地
秩
序
の
近
世
的
編
成
」
（
『
岩

　
波
講
座
日
本
通
史
睦
十
一
巻
近
世
一
）
参
照
。

⑲
　
「
新
旭
町
有
文
書
」
剛
胆
旭
町
誌
㎞
。
な
お
、
『
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
臨
第
四
巻

　
所
載
の
写
真
に
よ
り
校
訂
し
た
。

⑳
「
江
州
今
津
中
右
衛
門
伝
書
扁
（
以
下
、
「
今
津
」
）
鴨
松
雲
公
採
集
遺
稿
類
纂
』

（351）67



　
第
一
期
、
古
文
書
部
一
四
〇
（
四
｝
上
）
。

⑳
　
例
え
ば
、
（
慶
長
三
年
）
五
月
工
十
五
日
付
　
前
田
利
家
書
状
（
『
上
杉
家
文

　
害
』
二
、
八
六
九
号
）
。

⑫
　
天
正
十
一
年
八
月
一
日
付
秀
吉
蔵
入
地
目
録
（
『
浅
野
家
文
書
』
六
号
）
。
前

　
楽
車
二
章
注
⑥
天
正
十
五
年
九
月
二
十
八
日
付
同
蔵
入
地
目
録
。
文
禄
四
年
三

　
月
六
日
付
　
同
朱
印
状
写
（
「
今
津
扁
）
。
な
お
、
奥
村
は
善
積
庄
の
代
官
と
考
え

　
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
庄
は
そ
の
後
、
前
田
利
家
の
室
・
芳
春
院
の
化
粧
田
と
な
る
。

⑬
　
（
慶
長
二
年
）
八
月
二
十
五
日
付
　
長
束
・
増
田
・
玄
以
連
署
状
（
「
西
宮
市
立

　
郷
土
資
料
館
所
蔵
文
書
」
『
兵
庫
』
史
料
編
中
世
三
）
。

⑭
　
（
寛
永
元
年
頃
ヵ
）
某
覚
書
（
門
中
州
衛
文
書
」
欄
豊
中
寮
史
㎞
史
料
編
三
）
。

⑮
　
水
沢
野
田
村
由
緒
之
巻
（
「
黒
田
家
文
書
」
『
四
日
市
市
史
』
第
八
巻
、
史
料
編

　
近
世
一
）
。
大
石
学
門
統
一
政
権
の
成
立
と
地
域
一
伊
自
国
三
重
・
鈴
鹿
郡
境

　
地
域
を
例
に
」
（
㎎
日
本
歴
史
㎞
五
三
四
、
一
九
九
二
年
）
。

⑳
　
　
（
文
加
似
三
年
）
五
月
二
十
日
付
　
R
【
向
浦
…
｝
日
性
よ
甲
由
点
杁
｛
莱
（
「
渡
辺
六
郎
右
衛
…
門

　
家
文
誉
」
『
福
井
県
史
』
資
料
編
八
）
。
文
禄
三
年
三
月
二
十
八
目
付
　
浦
公
事
銭

　
覚
書
案
（
同
上
V
。

⑳
　
や
や
時
期
は
下
る
が
、
慶
長
二
年
十
二
月
に
は
、
一
・
六
の
日
に
長
束
・
石

　
田
・
増
田
・
玄
以
が
伏
見
城
の
「
御
番
所
」
で
外
交
や
寺
社
訴
訟
に
関
す
る
寄
合

　
を
行
っ
て
い
る
（
『
鹿
苑
日
録
』
第
二
巻
二
七
、
慶
長
二
年
十
二
月
十
六
日
条
、

　
同
二
十
一
日
条
）
。
な
お
、
童
名
で
の
訴
訟
対
応
が
慶
長
二
年
末
日
か
ら
始
ま
つ

　
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
不
明
な
部
分
が
多
く
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
ま
た
、
寺
社
出
訴
の
場
合
、
事
例
は
僅
か
だ
が
、
大
名
領
に
お
け
る
出
入
や
秀
吉

　
へ
の
安
堵
要
求
に
関
し
て
は
、
長
束
・
増
田
・
浅
野
・
玄
以
の
四
者
で
裁
定
を
行

　
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
文
禄
二
年
）
十
二
月
六
日
付
浅
野
・
増

　
田
・
長
束
・
玄
以
連
署
状
（
「
雲
龍
寺
文
書
」
門
兵
庫
㎞
資
料
編
中
世
二
）
。
慶
長

　
二
年
五
月
一
日
付
　
長
束
・
増
田
・
浅
野
・
玄
以
連
署
状
（
「
実
際
庵
文
書
」
『
東

　
浅
井
郡
志
㎞
四
〉
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
奉
行
の
働
き
を
中
心
に
、
豊
臣
政
権
の
訴
訟
対
応
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
事
例
収
集
と
そ
の
分
析
の
結
果
、
旦
ハ
体
的
な
訴
訟
処

理
過
程
や
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
政
権
の
内
部
構
造
の
一
端
を
も
提
示
し
え
た
。

　
当
時
の
畿
内
・
近
国
で
は
、
給
人
や
代
官
の
村
落
へ
の
非
分
が
主
要
課
題
と
し
て
存
在
し
、
村
落
間
で
も
用
益
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
た
え
ず

発
生
し
て
い
た
。
地
域
内
で
事
態
が
収
ま
ら
な
い
場
合
、
そ
の
解
決
は
政
権
に
求
め
ら
れ
た
。
要
請
を
受
け
た
政
権
側
は
、
奉
行
が
対
応
す
る

体
制
を
徐
々
に
作
り
上
げ
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
頃
か
ら
は
増
田
を
中
心
と
し
た
二
名
（
長
束
・
石
田
・
浅
野
の
う
ち
｝
名
が
加
わ
る
）
、
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

禄
三
年
（
一
五
九
四
）
頃
か
ら
は
伏
見
に
お
い
て
、
増
田
と
長
束
を
軸
に
し
た
書
名
（
石
田
か
玄
以
の
う
ち
一
名
が
加
わ
る
）
で
訴
訟
処
理
を
行
っ
た
。

　
奉
行
は
給
人
・
代
官
の
非
分
に
対
し
て
は
百
姓
保
護
を
基
本
と
し
、
原
則
や
基
準
を
明
確
化
し
な
が
ら
、
中
間
搾
取
を
厳
し
く
追
及
し
た
。



豊臣政権の訴訟対癒（谷）

村
落
間
構
論
に
関
し
て
は
過
去
の
証
文
を
重
視
し
た
が
、
用
益
事
実
を
も
加
味
し
て
審
理
を
行
っ
た
。
訴
陳
状
の
提
出
に
留
ま
ら
ず
、
召
喚
・

対
決
を
基
本
と
し
て
、
必
要
な
時
に
は
実
検
も
行
う
こ
と
で
、
裁
定
の
公
平
性
を
保
っ
た
。
用
益
慣
行
の
容
認
が
役
銭
納
入
に
結
び
つ
い
て
い

た
と
は
い
え
、
如
上
の
政
権
の
姿
勢
か
ら
は
強
権
性
や
恣
意
性
を
見
出
し
え
な
い
。
振
り
返
る
と
、
戦
国
期
の
畿
内
に
お
い
て
は
様
々
な
出
訴

先
が
混
在
し
、
受
益
者
が
双
方
を
非
分
狼
籍
と
主
張
す
る
こ
と
で
在
地
に
お
け
る
対
立
は
増
幅
さ
れ
、
ま
た
、
政
変
や
勢
力
交
替
に
よ
る
裁
定

の
臨
折
が
秩
序
を
混
乱
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
保
証
力
と
唯
一
性
を
有
し
た
裁
定
こ
そ
が
社
会
の

望
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
下
に
お
い
て
、
豊
臣
政
権
の
訴
訟
処
理
方
法
と
、
実
力
行
使
の
抑
制
は
、
「
公
儀
」
の
裁
定
の
正
当
性

を
下
支
え
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
政
権
の
裁
定
に
も
限
度
は
あ
る
。
取
り
上
げ
た
事
例
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
徳
川
期
に
も
再
三
、
所
司
代
ら
に
よ
る
裁
許
が

下
さ
れ
て
お
り
、
非
分
や
紛
争
を
撲
滅
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
豊
臣
期
の
試
行
錯
誤
を
経
て
、
そ
の
統
治
方
式
が

徐
々
に
社
会
へ
と
浸
透
す
る
こ
と
で
、
出
訴
と
内
済
の
体
系
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
事
実
は
認
め
う
る
。
豊
臣
政
権
の
訴
訟
対
応
は
、
畿

　
　
　
②

内
・
近
国
の
社
会
状
況
を
背
景
と
し
て
、
政
治
過
程
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
体
制
を
整
え
る
途
上
に
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
主
に
村
落
の
訴
訟
を
取
り
上
げ
た
た
め
に
、
政
権
と
大
名
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
検
討
が
及
ば
な
か
っ
た
。
今
後
、
訴
訟

に
留
ま
ら
ず
、
よ
り
広
い
観
点
か
ら
両
者
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
そ
の
欠
を
補
い
た
い
。

　
①
秀
吉
の
死
後
に
は
、
中
央
に
持
ち
込
ま
れ
た
訴
訟
は
「
五
奉
行
」
の
「
式
日
の
　
　
狭
・
丹
波
・
播
磨
に
、
大
和
と
和
泉
を
加
え
た
政
権
の
直
接
支
配
下
に
あ
る
領
国

　
　
参
会
」
に
お
い
て
処
理
さ
れ
て
い
た
。
拙
稿
「
秀
吉
死
後
の
豊
臣
政
権
」
（
『
日
本
　
　
　
　
　
を
指
す
。
こ
の
地
域
は
、
政
権
の
中
心
地
で
あ
る
山
城
・
摂
河
泉
と
、
一
族
や
奉

　
　
史
研
究
幽
六
一
七
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
を
配
置
し
た
大
和
・
若
狭
・
丹
波
、
秀
吉
の
旧
来
か
ら
の
所
領
で
あ
る
近
江
・

　
②
こ
の
場
合
、
事
例
の
検
出
し
え
た
伊
勢
・
近
江
・
山
城
・
摂
津
こ
河
内
・
若
　
　
播
磨
と
、
秀
次
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
伊
勢
に
分
類
し
う
る
。

【
付
記
】
　
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
平
成
二
六
年
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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concealed　the　the　hostility　of　the　interconfessional　relationship　from　the

public　sphere，　they　constructed　a　fiction　of　a　homogeneous　Reformed

commuRity　that　differed　from　that　before　the　French　occupation．

　　Based　on　the　aforementioned　analyses，　the　followjng　can　be　concluded．　ln

Utrecht　during　the　1670s，　the　fiction　of　a　homogeneous　confessional

community　col｝apsed　during　the　FreRch　occupation　and　was　reorganlzed

after　the　French　evacuation．　Under　these　conditions，　the　interconfessional

relationship　between　the　Reformed　and　the　Catholic　congregation　was

regulated　by　toleration　in　practice　in　the　political　dimension　ln　forms　that

were　either　connivance，　limited　recogRition　（type　a　and　6＞，　or　civic　concord．

In　Utrecht　during　the　167es，　a　religious　and　pluralistic　society　existed　in

which　the　Reformed　and　the　Catholic　congregations　refused　to　abandon　the

desire　for　their　own　confessionalistic　utopia，　maintained　a　hostility　that　was

based　on　their　antonomic　wishes，　and　originally　defiRed　the　‘public’　but

managed　to　coexist　in　struggling　and　negotiating　for　the　practice　of　falth．

　　　　　　　　Legal　Proceedings　under　the　Toyotomi　Regime：

The　Case　of　Villages　in　the　Kinai　Region　and　Surrounding　Provinces

by

TANI　Tetsuya

　　This　article　examines　the　system　of　the　disposition　of　legal　proceedings

during　the　regime　of　Toyotomi　Hideyoshi．　The　reason　for　this　examination　is

that　by　clarifying　how　the　Toyotomi　regime　dealt　with　iegai　proceediBgs，　it

is　possible　to　approach　aR　understanding　of　the　internal　structure　of　the

regime，　which　has　not　previously　been　examined，　and　at　the　same　time　we

will　be　able　to　discern　the　foundation　of　the　legitimacy　of　its　ho’“ №堰@（official

public）　character．　Moreover，　in　making　this　examination，　1　also　bear　in　mind

there　is　an　intimate　relationship　between　political　authority’s　response　in

legal　proceedings　and　warfare，　and　that　in　certain　respects　social　demands

and　customs　regulated　this　response．

　　In　the　first　section，　1　examine　the　response　to　legal　proceeding　in　the

earlier　period　of　the　regime．　ln　legal　proceediRgs　involving　the　immediate

environs　of　1〈yoto，　there　were　many　cases　of　estate　holders　appealing
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directly　to　Toyotomi　Hideyoshi，　and　Hideyoshi　himself　passing　judgment　on

them．　On　the　other　hand，　in　the　Kinai　and　neighboring　areas，　ltytinin　（laRded

retainers　of　the　Toyotomi　regime）　and　deputies　conducted　the　arbitration．　lt

is　thought　that　the　respoRse　of　these　k），tinin　and　deputies　continued

thereafter，　but　in　most　cases　the　procedures　for　the　legai　proceedings　was　in

a　simplified　form，　and　it　appears　that　their　efficacy　was　weakened．

　　In　the　second　section，　1　examine　the　response　in　legal　proceeding　in　the

middle　period　of　the　regime．　At　this　time，　the　jndivjsibility　of　the　villages　of

the　k　ydinin　and　deputies　and　disputes　betweeR　villages　over　their　products

were　the　chief　issues　that　the　authoi’ities　needed　to　deal　with．　When　the

arbitration　provided　by　a　neighboring　village　or　a　deputy　of　the　regime

could　not　solve　an　issue，　a　solution　was　sought　from　the　central　Toyotomi

authorities．　As　a　result，　from　circa　Tensh6　16（1588）　a　system　dealing　with

legal　proceedings　led　by　Mashita　Nagamori　and　aBother　commissioner　（one

of　either　Natsuka　Masaie，　lshida　MitsuBari，　or　Asano　Nagayoshi）　was　created．

However，　as　the　commissioners　were　saddled　with　many　responsibilities，

they　were　uRable　to　concentrate　on　｝egal　proceedings．　ln　addition，　as　they

did　not　prepare　procedures　to　coordinate　their　coliective　opinions，　they　had

not　yet　formed　a　group　and　were　a　stage　swayed　by　individual

circumstances．

　　In　the　third　section，　1　examine　the　response　to　legal　proceedings　in　the　latter

stage　of　the　regime．　lt　is　thought　that　the　internal　structure　of　the　regime

changed　under　the　influence　of　the　invasion　of　Korea　and　the　Hidetsugti

incident　Within　this　changed　structure，　one　can　see　changes　from　circa

Bunroku　3　（1593）　at　Fushimi，　which　the　regime　had　made　its　new　headquarters，

and　a　system　of　responding　to　lega｝　proceedings　headed　by　three

commissioners，　including　Mashita　Nagamori，　Natsuka　Masaie　and　either　lshida

Mitsunari　or　Gen’i，　was　begun．　Furthermore，　meetings　began　to　be　held　within

the　main　castle　and　collective　operation　as　a　group　was　established．

　　Summarizing　the　results　of　the　above　examination，　one　cannot　discern　a

deliberate　policy　from　Toyotomi　regime’s　methods　of　dealing　with　legal

proceedings．　In　the　K二inai　region　（圭uring　the　Sengoku　period，　the　populace

sought　judgments　that　were　guaranteed　and　absolute．　The　Toyotomi　regime

acquired　legitimacy　as　a　public　institution　by　dealing　with　legal　proceedings

in　response　to　these　demands，　and　its　method　of　rule　thus　spread　throughout

society．　lt　can　be　concluded　that　the　Toyotomi　regime’s　handling　of　legal

proceedings　occurred　as　the　system　of　rule　was　being　orgaRized　under　the

influence　of　social　and　political　circumstances，
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